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i-;( 
《
北
大
立
法
過
程
研
究
会
》
報
告
(
一
一
)

最
近
の
立
法
過
程
と
国
会
の
役
割

|
|
議
会
政
治
発
展
の
た
め
に
|
|

一
、
は
じ
め
に

衆
議
院
予
算
調
査
室
の
清
士
で
す
。
本
日
は
、
北
海
道
大
学
立
法
過
程

研
究
会
の
専
門
家
の
皆
様
を
前
に
し
て
、
お
話
を
す
る
機
会
を
与
え
て
い

た
だ
き
、
大
変
光
栄
な
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
御
期
待
に
沿
え
る
よ
う
な
話

1青

i豆

(
衆
議
院
予
算
調
査
室
)

土

雄

が
で
き
る
か
不
安
で
あ
り
ま
す
が
、
「
最
近
の
立
法
過
程
と
国
会
の
役
割
」

に
つ
い
て
説
明
し
て
参
り
ま
す
。
な
お
、
「
議
会
政
治
の
発
展
の
た
め
に
」

と
い
う
副
題
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
論
で
は
、
ま
ず
、
先

ご
ろ
実
施
さ
れ
た
参
議
院
選
挙
の
総
括
を
し
、
次
に
、
選
挙
後
の
臨
時
会

で
あ
る
第
一
六
O
回
国
会
に
お
い
て
、
参
議
院
の
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
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料

等
が
行
わ
れ
た
の
で
、
院
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
そ
し

て
、
立
法
過
程
の
一
年
間
の
サ
イ
ク
ル
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

少
し
遡
り
ま
す
が
、
今
年
の
常
会
で
あ
る
第
一
五
九
回
国
会
の
流
れ
、
主

に
予
算
や
法
案
の
審
査
の
経
過
を
報
告
し
、
最
後
に
、
こ
の
四
月
に
メ
キ

シ
コ
で
聞
か
れ
た
司
d
(
列
国
議
会
同
盟
)
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

国
会
の
事
務
総
長
が
基
調
報
告
し
た
「
議
会
と
市
民
社
会
」
の
報
告
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
我
が
固
に
お
け
る
「
国
会
の
役
割
と
今
後
の
課
題
」
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
こ
で
の
発
言
は
、
あ
く
ま
で
私
の
個
人
的
意
見
で
あ
る
こ
と

を
お
含
み
お
き
下
さ
い
。

資

二
、
参
院
選
の
総
括

第
二
十
回
の
参
議
院
通
常
選
挙
は
、
平
成
一
六
年
六
月
二
四
日
公
示
、

七
月
一
一
日
が
投
票
日
で
し
た
。
年
金
改
革
、
景
気
回
復
、
イ
ラ
ク
・
北

朝
鮮
問
題
な
ど
を
主
要
な
争
点
と
し
て
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

今
回
の
改
選
数
は
、
選
挙
区
が
七
三
、
比
例
区
が
四
八
、
合
計
一
一
二

の
議
席
が
争
わ
れ
た
。
自
民
、
民
主
の
二
大
政
党
化
と
い
わ
れ
る
中
、
ど

の
政
党
も
候
補
者
を
絞
り
込
ん
だ
た
め
、
候
補
者
数
は
三
二
O
人
、
競
争

率
は
二
・
六
倍
に
な
り
少
数
激
戦
と
な
っ
た
。

女
性
候
補
者
も
六
六
人
と
前
回
二
二
七
人
の
半
減
と
な
り
、
候
補
者
数

全
体
に
占
め
る
女
性
候
補
者
数
は
二

0
・
六
%
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
比
例

代
表
の
届
出
政
党
も
八
政
党
と
過
去
最
少
で
あ
っ
た
。

(
l
)
(
2
)
(
3
)
 

参
院
選
公
示
の
前
後
に
行
わ
れ
た
、
朝
日
、
讃
買
、
毎
日
の
新
聞
社
の

世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
自
民
党
支
持
」
が
三
O
%
1
一
一
一
一
一
%
、
「
民
主
党

支
持
」
が
一
五
%
1
一
九
・
九
%
、
「
公
明
党
支
持
」
が
三
%
1
四
%
、
「
共

産
党
支
持
」
が
二
%
1
三
・
四
%
、
「
社
民
党
支
持
」
が
一
%
1
一
・
五

%
、
「
そ
の
他
の
政
党
」
O
%
1
二
%
、
「
支
持
政
党
な
し
、
答
え
な
い
・

わ
か
ら
な
い
と
す
る
者
」
が
三
八
%
1
四
八
%
で
あ
っ
た
。
参
院
選
公
示

前
後
の
世
論
調
査
と
選
挙
結
果
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

「
支
持
政
党
な
し
、
答
え
な
い
・
わ
か
ら
な
い
」
と
す
る
無
党
派
層
が
多

い
の
で
、
無
党
派
層
の
投
票
が
選
挙
結
果
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
る
。

無
党
派
層
の
動
向
に
よ
り
選
挙
結
果
が
大
き
く
動
く
の
が
最
近
の
選
挙
の

特
徴
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
今
回
の
参
院
選
の
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
は

一
億
二
九
五
万
二
一
二
九
人
で
、
男
性
四
九
八
七
万
七
九
一
七
人
、
女
性

五
三
O
七
万
三
=
二
二
人
で
あ
っ
た
。
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(1)
朝
日
新
聞
こ

0
0
四
.
六
.
一
一
一
一

(
2
)
讃
貰
新
聞
二
O
O
四
.
六
.
二
八

(3)
毎
日
新
聞
二
O
O
四
.
六
.
一
四
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七
月
一
一
日
の
選
挙
の
結
果
は
、
当
選
者
二
二
人
の
う
ち
、
民
主
党

が
五
O
人
(
+
二
一
)
、
自
由
民
主
党
が
四
九
人

(
i
二
、
公
明
党
が
一

一
人
(
+
一
)
、
共
産
党
が
凹
人
(
一
一
)
、
社
民
党
が
二
人

(
±
O
)
、

無
所
属
五
人
(
+
二
が
当
選
し
た
。
(
そ
の
内
訳
は
、
比
例
区
選
挙
は

民
主
一
九
人
、
自
民
一
五
人
、
公
明
八
人
、
共
産
四
人
、
社
民
二
人
、
選

挙
区
選
挙
は
自
民
三
四
人
、
民
主
二
二
人
、
公
明
三
人
、
無
所
属
五
人
が

当
選
し
た
。
)

非
改
選
議
員
と
あ
わ
せ
る
と
参
議
院
の
議
員
数
は
、
二
四
二
人
の
う
ち
、

自
由
民
主
党
が
一
一
五
人
、
民
主
党
が
八
二
人
、
公
明
党
が
二
四
人
、
共

産
党
が
九
人
、
社
民
党
が
五
人
、
無
所
属
が
七
人
と
な
っ
た
。

民
主
党
が
躍
進
し
、
共
産
党
が
後
退
し
た
。
ま
た
、
公
明
党
の
連
立
政

権
内
で
の
存
在
が
強
ま
っ
た
。
今
回
の
参
院
選
は
、
昨
年
の
衆
院
選
に
続

い
て
二
大
政
党
の
流
れ
が
一
層
強
ま
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
両
院
の
投
票
率
は
別
表
(
二
、
(
二
)
の
と
お
り

で
あ
る
。
今
回
の
投
票
率
は
五
六
・
六
%
で
あ
っ
た
。
今
回
の
投
票
率
は

前
回
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
過
去
四
番
目
の
低
き
で
あ
る
。
投
票
率
の
低
さ
は
、

議
会
制
民
主
主
義
を
弱
体
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

女
性
議
員
の
当
選
者
は
、
民
主
党
が
五
人
、
自
民
党
が
二
人
、
公
明
党

が
二
人
、
社
民
党
が
一
人
、
無
所
属
が
一
人
で
あ
っ
た
。
参
議
院
議
員
二

四
二
人
中
、
女
性
議
員
は
三
三
人
と
な
り
、
比
率
は
一
三
・
六
%
で
あ
る
。

衆
参
両
院
の
議
員
数
と
女
性
議
員
の
割
合
は
別
表
(
三
)
、
(
四
)
の
と
お

り
で
あ
る
。
参
議
院
の
女
性
議
員
は
平
成
元
年
度
の
選
挙
か
ら
増
加
し
て

お
り
、
そ
の
時
か
ら
平
成
一
三
年
七
月
の
選
挙
ま
で
の
、
女
性
議
員
の
議

席
率
は
一
一
一
一
・
一
%
1
一
七
・
一
%
で
あ
る
。
今
回
は
二
ニ
・
六
%
な
の

で
、
丁
度
そ
の
中
に
入
る
。
衆
議
院
の
女
性
議
員
数
は
、
平
成
八
年
八
月

の
総
選
挙
か
ら
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
か
ら
平
成
一
五
年
一
一
月
の

総
選
挙
ま
で
の
女
性
議
員
の
議
席
率
は
四
・
六
%
1
七
・
三
%
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
性
議
員
の
人
数
、
割
合
は
少
な
い
。

平
成
一
六
年
七
月
三

δ
日
に
召
集
さ
れ
た
臨
時
国
会
の
両
院
の
各
会
派

の
議
席
数
は
別
表
(
五
)
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
衆
議

院
議
員
の
任
期
は
別
表
(
六
)
に
掲
載
す
る
。
衆
議
院
の
総
選
挙
は
、
昨

年
の
平
成
一
五
年
一
一
月
九
日
に
実
施
さ
れ
た
が
、
総
選
挙
か
ら
解
散
ま

で
の
任
期
は
過
去
二

O
回
を
平
均
す
る
と
二
年
九
・
六
ヶ
月
で
あ
る
。
過

去
=
一
回
の
平
均
を
と
る
と
三
年
五
ヶ
月
と
な
る
。
前
回
の
衆
院
選
か
ら
ま

だ
九
カ
月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
二
年
間
程
度
は
選

挙
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
回
の
参
議
院
選
挙
の
結
果
を
受
け
て
、

現
在
の
衆
参
の
勢
力
、
つ
ま
り
自
民
党
、
公
明
党
の
連
立
政
権
と
民
主
党
、

共
産
党
、
社
民
党
の
野
党
の
対
決
と
い
う
形
で
政
治
が
行
わ
れ
る
。

戦
後
の
政
党
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
昭
和
二
O
年
一
一
月
の
日
本
社
会

党
、
日
本
自
由
党
、
日
本
進
歩
党
の
結
成
、
一
二
月
に
は
日
本
共
産
党
の

北法56(1・331)331 



ヰヰ

再
建
等
政
党
の
復
活
、
昭
和
一
ニ
O
年
一

O
月
に
日
本
社
会
党
の
左
右
両
派

の
統
一
、
昭
和
三

O
年
一
一
月
の
保
守
合
同
に
よ
る
自
由
民
主
党
の
結
成
、

自
社
両
党
の
い
わ
ゆ
る
五
五
年
体
制
の
確
立
、
昭
和
三
五
年
一
月
に
は
民

主
社
会
党
の
結
成
、
昭
和
三
九
年
一
一
月
に
公
明
党
(
二
一
七
年
七
月
参
院

選
、
公
明
政
治
連
盟
で
当
選
者
)
の
結
成
に
よ
る
中
道
政
党
の
進
出
、
昭

和
五
一
年
か
ら
昭
和
五
五
年
ま
で
の
保
革
伯
仲
時
代
。
そ
の
後
、
自
民
党

が
勢
力
を
拡
張
し
た
が
、
平
成
五
年
八
月
に
非
自
民
連
立
政
権
の
誕
生
、

平
成
六
年
六
月
に
自
社
さ
連
立
政
権
、
平
成
八
年
一
一
月
に
自
政
権
(
社

さ
閣
外
協
力
、
の
ち
に
解
消
)
、
平
成
一

O
年
七
月
に
自
民
・
自
由
連
立

政
権
、
平
成
一
一
年
一

O
月
に
自
自
公
連
立
政
権
、
平
成
一
二
年
四
月
に

自
公
保
連
立
政
権
、
平
成
一
五
年
一
一
月
に
自
公
の
連
立
政
権
と
な
り
、

今
回
の
参
院
選
後
も
連
立
の
時
代
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

な
ぜ
、
連
立
政
権
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
六
年
前
の
第
二
次

橋
本
内
閣
は
平
成
一

O
年
五
月
三
一
O
日
、
一
一
二
日
に
社
民
党
、
さ
き
が
け

と
の
閣
外
協
力
を
解
消
し
た
後
は
、
衆
議
院
で
は
自
民
党
は
過
半
数
を
確

保
し
た
が
、
参
議
院
で
は
自
民
党
だ
け
で
は
過
半
数
が
な
い
の
で
、
野
党

の
賛
成
が
な
い
か
ぎ
り
法
案
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
二
カ
月
後
の
平
成
一

O
年
七
月
一
一
一
日
の
参
議
院
選
で
自
民
党
は

一
一
一
か
ら
一

O
五
に
議
席
を
減
ら
す
こ
と
に
な
り
、
橋
本
内
閣
は
総
辞

職
し
、
小
測
内
閣
が
成
立
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
平
成
一

O
年
一

O
月
一

資

六
日
の
参
議
院
本
会
議
で
額
賀
一
脂
志
郎
防
衛
庁
長
官
に
対
す
る
問
責
決
議

案
が
野
党
の
賛
成
で
可
決
し
、
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、

譲
寅
新
聞
に
よ
れ
ば
、
自
民
党
は
自
由
党
、
後
に
公
明
党
と
連
立
政
権
を

(
l
)
 

組
む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

北法56(1. 332) 332 

(
1
)
讃
貰
新
聞
二
O
O
四
.
六

/¥、

過
去
の
総
選
挙
後
の
衆
参
両
院
に
お
け
る
各
派
議
席
数
と
内
閣
の
変
遷

は
別
表
(
七
)
の
と
お
り
で
あ
る
。

少
数
党
内
閣
は
、
衆
議
院
で
は
昭
和
二
三
年
一

O
月
か
ら
昭
和
二
四
年

(
1
)
 

二
月
ま
で
の
第
二
次
吉
田
自
由
党
内
閣
、
昭
和
二
八
年
五
月
か
ら
昭
和
二

(
2
)
 

九
年
一
二
月
ま
で
の
第
五
次
吉
田
自
由
党
内
閣
、
昭
和
二
九
年
二
一
月
か

(
3
)
 

ら
昭
和
三
O
年
=
一
月
ま
で
の
第
一
次
鳩
山
内
閣
、
昭
和
三
O
年
三
月
か
ら

(
4
)
 

昭
和
三
O
年
一
一
月
ま
で
の
第
二
次
鳩
山
内
閣
、
平
成
六
年
四
月
か
ら
平

(
5
)
 

成
六
年
六
月
ま
で
の
羽
田
内
閣
の
と
き
で
あ
る
。

少
数
党
内
閣
は
解
散
か
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
短
命
な
も
の
と
な
る
か
、

野
党
と
妥
協
し
予
算
や
法
案
の
修
正
に
応
じ
な
が
ら
政
権
を
維
持
す
る
し

か
な
い
。

(
1
)
芦
田
連
立
内
閣
が
昭
和
電
工
事
件
の
責
任
を
と
り
総
辞
職
、
第
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二
次
吉
田
内
閣
が
成
立
。
衆
院
の
解
散
が
い
つ
行
わ
れ
る
か
が
大

き
な
焦
点
と
な
っ
た
。

(2)
第
一
六
回
国
会
は
、
自
由
党
、
改
進
党
、
鳩
山
自
由
党
に
よ
る

昭
和
二
八
年
度
予
算
の
共
同
修
正
、
独
禁
法
改
正
、
軍
人
恩
給
の

復
活
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
、
税
法
改
正
な
ど
多
く
の
重
要
法
案
の

修
正
(
衆
議
院
参
議
院
編
集
「
議
会
制
度
百
年
史
」
上
巻

1
3
0

第
一
九
回
国
会
は
衆
議
院
で
自
由
党
、
改
進
党
、
日
本
自
由
党
に

よ
る
昭
和
二
九
年
度
予
算
の
修
正
が
行
わ
れ
、
参
議
院
で
議
決
す

る
に
至
ら
ず
、
憲
法
第
六
O
条
第
二
項
に
よ
り
自
然
成
立
し
た
。

(
「
議
会
制
度
百
年
史
」
上
巻
志
ぷ
)

(3)
吉
田
内
閣
総
辞
職
後
、
民
主
党
及
、
ぴ
両
派
社
会
党
は
鳩
山
内
閣

を
成
立
さ
せ
、
年
明
け
に
解
散
す
る
こ
と
で
合
音
山
。

(
4
)
国
防
会
議
構
成
法
案
、
憲
法
調
査
会
法
案
等
多
く
の
法
案
が
不

成
立
、
三
0
年
度
予
算
は
民
主
・
自
由
共
同
修
正
。

(
5
)
与
党
社
会
党
が
改
新
発
足
に
反
発
し
、
与
党
か
ら
離
脱
、
平
成

六
年
度
予
算
成
立
後
、
内
閣
不
信
任
案
が
提
出
さ
れ
総
辞
職
し
た
。

あ
る
い
は
、
議
院
内
閣
制
は
国
会
、
特
に
衆
議
院
の
過
半
数
の
支
持
が

な
け
れ
ば
、
政
府
は
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
各
党
問

で
、
政
策
協
定
を
結
ん
で
過
半
数
を
確
保
し
、
連
立
内
閣
が
つ
く
ら
れ
る
。

単
一
の
政
党
で
は
過
半
数
が
と
れ
ず
、
複
数
の
政
党
で
衆
議
院
の
過
半

数
を
確
保
し
た
連
立
政
権
は
、
昭
和
二
二
年
五
月
か
ら
昭
和
二
三
年
三
月

(
1
)
 

ま
で
の
片
山
内
閣
、
昭
和
二
三
年
三
月
か
ら
昭
和
二
三
年
一

O
月
ま
で
の

(
2
)
 

芦
田
内
閣
、
昭
和
五
八
年
二
一
月
か
ら
昭
和
六
一
年
七
月
ま
で
の
第
二
次

(

3

)

(

4

)

 

中
曽
根
内
閣
、
平
成
五
年
八
月
か
ら
平
成
六
年
四
月
ま
で
の
細
川
内
閣
、

(5) 

平
成
六
年
六
月
か
ら
平
成
八
年
一
月
ま
で
の
村
山
内
閣
、
平
成
八
年
一
月

(6} 

か
ら
平
成
八
年
一
一
月
ま
で
の
第
一
次
橋
本
内
閣
、
平
成
一
二
年
七
月
か

(7) 

ら
平
成
一
三
年
四
月
ま
で
の
第
二
次
森
内
閣
、
平
成
一
一
一
一
年
四
月
か
ら
平

(8) 

成
一
五
年
一
一
月
ま
で
の
第
一
次
小
泉
内
閣
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
八
年

一
-
月
か
ら
平
成
一

O
年
七
月
ま
で
の
第
二
次
橋
本
'
自
民
党
内
閣
は
、
平

成
一

O
年
五
月
ま
で
社
民
党
と
さ
き
が
け
の
閣
外
協
力
を
得
て
い
た
。

(
i
)
第
二
三
回
総
選
挙
で
過
半
数
を
と
る
政
党
な
し
。
日
本
社
会
党
、

民
主
党
、
国
民
協
同
党
で
連
立
政
権
。
な
お
、
自
由
党
は
首
班
指

名
に
つ
い
て
片
山
社
会
党
委
員
長
に
投
票
し
た
が
、
最
終
的
に
は

連
立
問
題
で
合
意
に
至
ら
ず
連
立
内
閣
に
参
加
せ
ず
。
内
閣
成
立

の
際
、
連
立
問
題
の
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
片
山
は
各
国

務
大
臣
の
職
務
を
行
い
、
昭
和
二
二
年
六
月
一
日
に
各
国
務
大
臣

を
任
命
し
た
。
(
「
議
会
制
度
百
年
史
」
国
会
史
上
巻
志
)

(
2
)
社
会
党
内
の
左
右
両
派
で
補
正
予
算
に
つ
い
て
対
立
、
左
派
に

よ
る
編
成
替
え
の
動
議
が
可
決
さ
れ
る
事
態
に
な
り
、
片
山
内
閣

は
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
、
芦
田
内
閣
が
成
立
し
た
。
当
時
、
次

期
首
班
を
め
ぐ
り
野
党
第
一
党
の
自
由
党
へ
の
政
権
交
代
を
求
め
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料

る
意
見
と
社
会
、
民
主
、
国
協
の
三
党
に
よ
る
多
数
に
よ
る
指
名

論
が
対
立
し
た
。
(
衆
議
院
参
議
院
編
集
「
目
で
見
る
議
会
政
治

百
年
史
」

1
S
)

(3)
第
三
七
回
総
選
挙
で
自
民
の
過
半
数
割
れ
。
社
会
、
公
明
、
民

社
の
議
席
増
、
自
民
と
新
自
由
ク
ラ
ブ
と
の
院
内
各
派
の
結
成
。

(
4
)
社
会
、
新
生
、
公
明
、
日
本
新
党
、
民
社
、
さ
き
が
け
、
社
民

連
、
民
革
連
八
会
派
の
連
立
政
権
。

(
5
)
社
会
党
、
自
民
党
、
さ
き
が
け
連
立
政
権

(6)
自
民
党
、
社
会
党
、
さ
き
が
け
連
立
政
権

(
7
)
(
8
)
自
民
党
、
公
明
党
、
保
守
党
連
立
政
権

資

一
方
、
参
議
院
で
は
、
昭
和
二
二
年
四
月
の
第
一
回
選
挙
か
ら
、
昭
和

一
一
二
年
七
月
の
第
四
回
選
挙
で
自
由
民
主
党
が
過
半
数
を
と
る
ま
で
、
与

(
I
)
 

党
は
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
、
緑
風
会
が
政
治
の
キ
ヤ
ス
テ
イ
ン

グ
ボ

l
ト
を
握
っ
て
い
た
。

昭
和
三
二
年
七
月
以
降
は
、
自
民
党
が
両
院
で
過
半
数
を
確
保
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
田
九
年
七
月
の
第
一

O
回
参
議
院
通
常
選
挙
及
び
昭
和
五

二
年
七
月
の
第
一
一
回
参
議
院
通
常
選
挙
の
結
果
は
与
野
党
の
勢
力
が
伯

仲
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
自
民
党
は
復
調
し
た
が
、
平
成
元
年
七
月
の
第

(2) 

一
五
回
参
議
院
通
常
選
挙
で
自
民
党
は
過
半
数
を
と
れ
ず
、
宇
野
内
閣
は

総
辞
職
を
し
た
。
海
部
内
閣
が
成
立
し
た
が
、
衆
議
院
側
で
は
自
民
党
、

参
議
院
側
で
は
野
党
が
過
半
数
を
有
す
る
衆
参
の
い
わ
ゆ
る
ね
じ
れ
現
象

が
お
き
た
。
平
成
五
年
八
月
の
非
自
民
政
権
が
誕
生
す
る
ま
で
ね
じ
れ
現

象
は
続
い
た
。
ま
た
、
平
成
一

O
年
七
月
の
第
一
七
回
参
議
院
通
常
選
挙

で
、
橋
本
内
閣
は
前
回
よ
り
大
き
く
議
席
を
失
い
総
辞
職
し
た
。
小
測
首

相
は
参
議
院
で
自
民
党
が
過
半
数
の
な
い
状
況
を
考
慮
し
連
立
政
権
を
組

み
、
そ
の
後
の
森
、
小
泉
内
閣
は
連
立
内
閣
で
あ
る
。
因
み
に
、
参
議
院

で
は
平
成
元
年
以
降
、
単
独
で
過
半
数
を
持
つ
政
党
は
な
い
。
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(
1
)
第
一
回
選
挙
後
は
、
緑
風
会
が
第
一
党
で
あ
り
、
参
院
の
二
五

O
議
席
中
九
二
議
席
を
有
し
て
い
た
。
第
二
回
選
挙
後
は
、
自
由

党
が
七
七
議
席
で
第
一
党
、
社
会
党
が
六
二
議
席
で
第
二
党
と
な

り
、
与
野
党
が
伯
仲
化
し
、
参
議
院
の
政
党
化
現
象
が
強
く
な
っ

た
。
第
三
回
選
挙
後
は
両
院
と
も
自
由
党
が
第
一
党
と
な
る
が
過

半
数
は
と
っ
て
い
な
い
よ
緑
風
会
の
議
員
数
の
変
遷
は
別
表
(
七
)

参
照
)
。
な
お
、
緑
風
会
は
、
各
自
の
意
思
を
尊
重
し
党
議
拘
束

を
し
な
い
院
内
会
派
と
し
て
結
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
与
党
で
も

野
党
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
上
述
の
分
類
を
し
た
。
緑
風
会

か
ら
は
個
人
の
資
格
で
片
山
内
閣
の
来
栖
起
夫
蔵
相
、
和
田
博
雄

経
済
安
定
本
部
総
務
長
官
、
第
二
次
吉
田
内
閣
の
下
僚
康
麿
文
相
、

第
三
次
吉
田
内
閣
の
高
瀬
荘
太
郎
文
相
、
内
閣
改
造
に
よ
り
第
二

回
参
院
選
後
に
田
村
文
吉
郵
政
・
電
気
通
信
相
、
第
一
一
回
国
会



前
に
高
橋
龍
太
郎
通
産
相
、
第
一
三
回
国
会
の
高
橋
龍
太
郎
通
産

相
、
村
上
義
一
運
輸
相
、
第
四
次
吉
田
内
閣
の
高
瀬
荘
太
郎
郵
政

相
が
入
閣
し
た
。
(
議
会
制
度
百
年
史
)
。
昭
和
二
九
年
一
月
の
議

員
総
会
で
は
「
こ
ん
ご
、
会
員
が
大
臣
も
し
く
は
政
務
次
官
と
な
っ

た
場
合
は
、
会
を
離
脱
す
る
こ
と
」
の
申
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
(
緑

風
会
一
八
年
史
も
司
)

(2)
リ
ク
ル
ー
ト
、
消
費
税
、
農
産
物
の
自
由
化
な
ど
が
争
点
と
な

り
社
会
党
の
躍
進

三
、
第
一
六
O
国
会
国
会

(
臨
時
会
)

最近の立法過程と国会の役割

参
院
選
後
の
第
一
六
O
回
国
会
(
臨
時
会
)
は
平
成
一
六
年
七
月
一
一
一

O

日
に
召
集
さ
れ
、
衆
議
院
は
議
席
の
指
定
、
会
期
の
決
定
、
特
別
委
員
会

の
設
置
等
を
決
め
、
参
議
院
は
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
、
常
任
委
員
の
選

任
、
常
任
委
員
長
の
選
挙
、
特
別
委
員
会
の
設
置
、
憲
法
調
査
会
委
員
の

選
任
、
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
の
選
任
、
会
期
の
決
定
等
を
行
い
、
ま
た
、

同
日
、
天
皇
陛
下
の
御
臨
席
を
い
た
だ
き
、
参
議
院
本
会
議
場
に
お
い
て

衆
議
院
議
長
主
宰
の
も
と
、
開
会
式
が
行
な
わ
れ
た
。
八
月
二
日
、
三
日

に
、
衆
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
小
泉
総
理
の
サ
ミ
ッ
ト
報
告
、
質
疑
、

八
月
四
日
、
衆
議
院
の
厚
生
労
働
委
員
会
、
総
務
委
員
会
、
財
務
金
融
委

員
会
、
文
部
科
学
委
員
会
に
お
い
て
、
先
の
国
会
で
成
立
し
た
年
金
改
正

法
等
を
廃
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
民
主
党
提
出
の
法
案
の
審
査
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
内
閣
委
員
会
、
外
務
委
員
会
、
農
林
水
産
委
員
会
、
経

済
産
業
委
員
会
、
イ
ラ
ク
人
道
支
援
特
別
委
員
会
等
で
も
実
質
審
議
が
行

わ
れ
た
。
五
日
に
、
衆
本
会
議
で
年
金
改
正
法
廃
止
関
連
法
案
、
厚
生
労

働
大
臣
不
信
任
決
議
案
は
否
決
さ
れ
た
。
八
月
六
日
に
両
院
で
、
委
員
会

が
閉
会
中
も
審
査
が
で
き
る
よ
う
に
、
各
委
員
会
か
ら
の
申
出
に
よ
る
閉

会
中
審
査
の
手
続
が
と
ら
れ
閉
会
し
た
。
今
回
の
臨
時
国
会
は
八
日
間
と

短
期
間
で
あ
っ
た
。
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
後
の
臨
時
会
は
、
国
会
法

第
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
任
期
が
始
ま
る
日
か
ら
三
十
日
以
内

(
l
)
 

に
臨
時
会
が
召
集
さ
れ
る
も
の
で
、
臨
時
会
の
召
集
の
主
な
目
的
は
、
参

議
院
選
挙
後
の
院
の
構
成
を
決
め
る
た
め
に
召
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
l
)
平
成
十
五
年
度
版
衆
議
院
先
例
集
一
八
。
同
説
明
書
「
参
議
院

議
員
の
通
常
選
挙
後
に
は
、
国
会
法
第
二
条
の
三
(
第
二
十
八
回

国
会
に
お
け
る
国
会
法
の
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
。
)
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
任
期
が
始
ま
る
臼
か
ら
三
十
日
以
内
に
臨
時
会
が

召
集
さ
れ
る
o
」
「
な
お
、
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
と
衆
議
院
議

員
の
総
選
挙
が
同
日
に
行
わ
れ
、
選
挙
後
の
国
会
が
特
別
会
と
し

て
召
集
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
o
」
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料

(
一
)
議
院
の
構
成

ァ
.
議
長
、
副
議
長
の
選
挙

国
会
法
第
六
条
は
「
各
議
院
に
お
い
て
、
召
集
当
日
に
議
長
若
し
く
は

副
議
長
が
な
い
と
き
、
又
は
議
長
及
び
副
議
長
が
共
に
な
い
と
き
は
、
そ

の
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

両
院
の
選
挙
後
に
国
会
が
召
集
さ
れ
た
と
き
は
、
正
副
議
長
の
選
挙
が

必
ず
行
わ
れ
る
。

衆
議
院
は
、
「
総
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、
召

(
l
)
 

集
当
日
に
議
長
及
び
副
議
長
が
な
い
の
で
、
ま
ず
そ
の
選
挙
を
行
う
。
」

参
議
院
は
、
議
員
の
任
期
が
六
年
で
あ
る
が
、
通
常
選
挙
は
三
年
毎
に

半
数
改
選
が
行
わ
れ
る
。
議
長
、
副
議
長
が
非
改
選
議
員
で
あ
れ
ば
議
長
、

副
議
長
は
存
続
す
る
が
、
参
議
院
選
挙
後
に
召
集
さ
れ
た
国
会
は
半
数
の

議
員
が
交
代
す
る
の
で
、
新
し
い
国
会
と
し
て
議
長
、
副
議
長
は
辞
表
を

(2) 

提
出
し
あ
ら
た
め
て
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
。

今
回
、
参
議
院
は
議
長
に
自
由
民
主
党
の
扇
千
景
議
員
を
、
副
議
長
に

民
主
党
・
新
緑
風
会
の
角
田
義
一
議
員
を
選
出
し
た
。
議
長
、
副
議
長
は

会
派
を
離
脱
し
た
。

資

(
l
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
三
八

(
2
)
平
成
一

O
年
版
参
議
院
先
例
録
四
六
、
六
二

ど
う
い
う
手
続
で
議
長
、
副
議
長
を
選
出
す
る
の
か
。

衆
議
院
は
、
総
選
挙
後
に
、
議
院
運
営
委
員
会
が
構
成
さ
れ
る
ま
で
、(1
)
 

国
会
に
臨
む
諸
般
の
準
備
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
各
派
協
議
会

が
聞
か
れ
、
議
長
、
副
議
長
の
選
出
手
続
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
る
。
参
議

院
は
議
院
運
営
委
員
会
で
協
議
さ
れ
る
。
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(
1
)
各
派
協
議
会
は
、
国
会
法
や
衆
議
院
規
則
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
。
衆
議
院
先
例
集
一
四
二
は
「
議
院
運
営
委
員
会
が
構
成
さ

れ
る
ま
で
、
各
派
協
議
会
を
開
く
。
」
と
あ
る
。
そ
の
説
明
書
に

「
総
選
挙
後
初
め
て
開
か
れ
る
国
会
の
召
集
目
前
及
び
召
集
日
に
、

国
会
に
臨
む
諸
般
の
準
備
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
事
務

総
長
は
、
各
会
派
の
代
表
議
員
の
参
集
を
求
め
、
各
派
協
議
会
を

開
く
の
が
例
で
あ
る
。
ま
た
、
議
長
の
選
挙
後
議
院
運
営
委
員
会

が
構
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
議
長
が
、
各
派
協
議
会
を
招
集
し
、
議

事
の
順
序
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
」
と
あ
る
。
選

挙
後
に
召
集
さ
れ
る
国
会
の
準
備
の
た
め
、
前
議
院
運
営
委
員
会

の
委
員
長
、
理
事
を
中
心
に
各
会
派
の
代
表
は
、
議
院
運
営
委
員

会
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
議
院
に
関
す
る
事
項
を
協
議
す
る

機
関
と
し
て
活
動
す
る
。

召
集
の
当
日
に
議
長
及
、
び
副
議
長
が
共
に
な
い
と
き
は
、
集
会
し
た
議

員
が
総
議
員
の
三
分
の
一
に
達
し
た
後
、
議
院
は
、
議
長
、
副
議
長
の
選



(1) 

挙
を
行
、
つ
が
、
選
挙
は
、
本
会
議
に
お
い
て
単
記
無
名
投
票
で
行
な
わ
れ

(2) 

る
。
こ
れ
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
は
、
記
名
投
票
で
指
名
さ
れ

(3) 

る
も
の
を
定
め
る
。
憲
法
は
、
議
院
内
閣
制
度
を
採
っ
て
お
り
、
内
閣
総

理
大
臣
の
指
名
は
政
党
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
政
党
の
規
律

維
持
の
必
要
性
か
ら
記
名
投
票
が
要
請
さ
れ
る
。

最近の立法過程と国会の役割

(
1
)
衆
議
院
規
則
第
三
条
第
一
項

(
2
)
衆
議
院
規
則
第
三
条
第
二
項
、
参
議
院
規
則
第
四
条
第
二
項

注
解
参
議
院
規
則
(
新
版
)
聞
こ
。
佐
藤
吉
弘
「
無
名
投
票
と
し

た
理
由
は
、
議
員
が
、
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
真

に
自
己
の
良
心
に
従
っ
て
投
票
を
行
い
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
、

当
選
し
た
議
長
が
、
議
長
と
し
て
の
職
務
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う

に
、
ま
た
、
投
票
し
た
議
員
自
身
も
き
ま
ず
さ
を
残
さ
な
い
よ
う

に
と
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
よ
「
衆
議
院
規
則
は
、
記
名

投
票
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
が
、
第
二
十

二
回
国
会
の
改
正
で
削
除
さ
れ
た
。
」

(3)
衆
議
院
規
則
第
一
八
条
第
一
項

以
下
衆
議
院
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
手
続
き
に
関
す
る
衆
議
院

規
則
の
一
部
で
あ
る
。

衆
議
院
規
則
第
四
条
「
議
員
は
、
点
呼
に
応
じ
て
、
投
票
及
び

木
札
の
名
刺
を
持
参
し
て
、
演
壇
に
至
り
投
票
す
る
。

申
参
事
は
名
刺
を
、
乙
参
事
は
投
票
を
受
け
取
り
、

議
員
に
代

わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
名
刺
箱
及
び
投
票
箱
に
投
入
す
る
。
」

衆
議
院
規
則
第
五
条
「
現
在
議
員
が
、
投
票
を
終
わ
っ
た
と
き

は
、
事
務
総
長
は
、
投
票
箱
の
閉
鎖
を
宣
告
す
る
。
こ
の
宣
告
が

あ
っ
た
後
は
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

衆
議
院
規
則
第
六
条
「
投
票
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
事
務
総
長

は
、
参
事
を
し
て
直
ち
に
名
刺
及
び
投
票
を
計
算
し
、
投
票
を
点

検
さ
せ
る
。

投
票
一
の
数
が
名
刺
の
数
に
超
過
し
た
と
き
は
、
更
に
投
票
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
さ

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」

衆
議
院
規
則
第
七
条
「
投
票
の
点
検
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
事

務
総
長
は
、
選
挙
の
結
果
を
報
告
す
る
。
」

衆
議
院
規
制
第
八
条
「
当
選
の
過
半
数
を
得
た
者
を
当
選
人
と

す
る
。投
票
の
過
半
数
を
待
た
者
が
な
い
と
き
は
、
投
票
の
最
多
数
を

得
た
者
二
人
に
つ
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
多
数
を
得
た
者
を
当

選
人
と
す
る
。

但
し
、
決
選
投
票
を
行
う
べ
き
二
人
及
ぴ
当
選
人
を
定
め
る
に

当
り
得
票
数
が
同
じ
と
き
は
、
く
じ
で
こ
れ
を
定
め
る
。
」

衆
議
院
規
則
第
一

O
条
「
当
選
人
が
当
選
を
辞
し
た
と
き
は
、

更
に
そ
の
選
挙
を
行
う
。
」

衆
議
院
規
則
第
一
一
条
「
す
べ
て
選
挙
に
関
す
る
疑
義
は
、
議

院
が
こ
れ
を
決
す
る
。
」
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料

平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
四
五
「
殻
抗
が
あ
る
投
票
の
効

力
は
、
議
長
が
こ
れ
を
決
定
し
、
又
は
議
院
に
諮
っ
て
決
定
す
る
。
」

「
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
で
、
投
票
の
白
紙
の
も
の
、
投
票
者
の

氏
名
を
記
載
し
た
も
の
、
本
院
議
員
以
外
の
氏
名
を
記
載
し
た
も

の
、
被
選
人
を
二
人
以
上
速
記
し
た
も
の
、
決
選
投
票
の
場
合
に

決
選
投
票
を
行
う
べ
き
二
人
以
外
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
は
当

然
無
効
で
あ
る
の
で
、
議
長
が
そ
の
無
効
を
宣
告
す
る
。
そ
の
他

の
取
庇
の
あ
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
お
い
て
有
効
無
効
を

決
定
し
、
又
は
議
院
に
諮
っ
て
決
定
す
る
。
」

衆
議
院
規
則
第
二
一
条
「
議
長
及
び
副
議
長
の
選
挙
が
終
わ
っ

た
と
き
は
、
事
務
総
長
は
、
議
長
及
び
副
議
長
を
議
院
に
紹
介
し
、

議
長
を
議
長
席
に
導
く
。
」

衆
議
院
規
則
第
九
条

「
議
長
の
選
挙
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
議
院
は
、
副
議
長
の
選
挙

を
行
、
つ
。

副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
議
長
の
選
挙
の
例
に
よ
る
。
」

資

議
長
、
副
議
長
の
選
任
の
ル

l
ル
は
あ
る
の
か
。

選
挙
に
よ
る
選
任
は
、
過
半
数
を
得
る
政
党
が
す
べ
て
の
ポ
ス
ト
を
独

占
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
で
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
実
際
の
選
挙
で
は
与
野
党
の
協
議
に
よ
り
決
め
て
い
る
。
現
在
は
、

与
党
第
一
党
か
ら
議
長
、
野
党
第
一
党
か
ら
副
議
長
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。

衆
議
院
の
議
長
及
び
副
議
長
の
選
挙
の
一
覧
表
は
別
表
(
八
)
で
あ
る
。

衆
議
院
の
議
長
、
副
議
長
の
選
出
に
つ
い
て
過
去
を
ふ
り
か
え
る
と
、
=
一

つ
の
時
代
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
・

1
)

昭
和
二
二
年
五
月
か
ら
昭
和
三
三
年
四
月
ま
で
(
第
一

1
第
二
八
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回
国
会
)

①
昭
和
二
二
年
五
月
の
第
一
回
国
会
は
、
第
一
党
(
連
立
与
党
)
の
社

会
党
か
ら
松
岡
駒
吉
議
長
、
第
二
党
(
連
立
与
党
)
の
民
主
党
か
ら
田

中
高
逸
副
議
長
が
選
、
ば
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
第
三
党
(
野
党
第
二
ろ

の
自
由
党
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
対
立
候
補
を
出
し
て
い
る
。

②
昭
和
二
四
年
二
月
の
第
五
回
国
会
か
ら
昭
和
二
八
年
三
月
の
第
一
五

回
国
会
ま
で
は
民
主
自
由
党
及
、
ぴ
自
由
党
が
過
半
数
を
有
し
て
い
た
。

議
長
、
副
議
長
は
野
党
の
対
立
候
補
が
立
っ
た
が
第
一
党
の
候
補
者
が

(
1
)
 

当
選
し
た
。

(
1
)
昭
和
二
四
年
二
月
の
第
五
回
国
会
は
、
民
主
自
由
党
か
ら
幣
原

喜
重
郎
議
長
、
岩
本
信
行
副
議
長
が
選
ば
れ
、
昭
和
二
六
年
三
月

の
第
一

O
回
国
会
で
は
、
自
由
党
の
林
譲
治
議
長
が
選
ば
れ
た
。

昭
和
二
七
年
八
月
の
第
一
四
回
国
会
で
は
、
自
由
党
の
大
野
伴
睦

議
長
が
選
ば
れ
、
昭
和
二
七
年
一

O
月
の
第
一
五
回
国
会
で
は
、

自
由
党
の
大
野
伴
睦
議
長
が
再
選
さ
れ
、
自
由
党
の
岩
本
信
行
副

議
長
が
選
ば
れ
た
。



③
昭
和
二
八
年
五
月
の
第
一
六
回
国
会
か
ら
昭
和
三
三
年
四
月
の
第
二

八
回
国
会
ま
で
第
一
党
を
除
く
他
の
政
党
の
連
携
に
よ
り
議
長
、
副
議

長
が
選
ば
れ
た
。

最近の立法過程と国会の役割

(
1
)
昭
和
二
八
年
五
月
の
第
一
六
回
国
会
で
は
、
少
数
党
内
閣
の
自

由
党
は
議
長
、
副
議
長
候
補
を
立
て
た
が
、
改
進
党
と
社
会
党
の

連
携
に
よ
り
当
選
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
党
の
改
進
党
(
野
党
)

の
堤
康
次
郎
議
長
が
選
任
さ
れ
、
第
三
党
の
社
会
党
左
派
(
野
党
)

の
原
彪
副
議
長
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
、
第
一
次
鳩
山
内
閣
の
成
立

後
の
昭
和
二
九
年
一
一
一
月
の
第
一
一
一
回
国
会
で
は
、
第
二
党
の
民

主
党
(
与
党
)
か
ら
松
永
東
議
長
が
選
ば
れ
、
第
三
党
の
社
会
党

左
派
(
野
党
)
の
高
津
正
道
副
議
長
が
選
ば
れ
た
。
昭
和
三
一
O
年

三
月
の
第
二
二
回
国
会
は
、
少
数
党
内
閣
の
日
本
民
主
党
(
与
党
)

か
ら
、
議
長
、
副
議
長
候
補
を
出
し
た
が
、
第
二
党
の
自
由
党
(
野

党
)
か
ら
益
谷
秀
治
議
長
が
選
ば
れ
、
第
四
党
の
社
会
党
右
派
(
野

党
)
の
杉
山
元
治
郎
副
議
長
が
選
ば
れ
た
。

(
-
U
)

昭
和
三
三
年
六
月
か
ら
昭
和
四
八
年
五
月
ま
で
(
第
二
九
1
第
七

一
回
国
会
)

昭
和
三
三
年
五
月
に
、
自
社
二
大
政
党
下
で
初
め
て
の
総
選
挙
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
直
後
に
召
集
さ
れ
た
六
月
の
第
二
九
回
国
会
で
は
、
星
島
二

郎
議
長
、
椎
熊
三
郎
副
議
長
が
自
由
民
主
党
か
ら
選
ば
れ
た
。
こ
の
と
き

は
、
自
民
党
は
す
べ
て
の
常
任
委
員
長
も
含
め
て
与
党
で
占
め
る
こ
と
を

主
張
。
社
会
党
は
対
立
候
補
を
立
て
て
実
際
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
そ
の

た
め
に
委
員
長
の
選
出
が
与
野
党
対
決
の
場
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
議

長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
は
す
べ
て
自
民
党
が
独
占
し
た
。
昭
和
三
三

年
二
一
月
の
第
=
二
回
国
会
に
な
り
、
加
藤
錬
五
郎
議
長
は
自
民
党
か
ら
、

正
木
清
副
議
長
は
社
会
党
か
ら
選
ば
れ
た
。
両
党
か
ら
の
選
出
は
清
瀬
一

郎
議
長
、
久
保
田
鶴
松
副
議
長
ま
で
続
い
た
が
、
農
業
基
本
法
案
、
政
治

暴
力
防
止
法
案
の
運
営
に
関
し
、
昭
和
三
六
年
六
月
、
副
議
長
不
信
任
案

が
可
決
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
は
、
副
議
長
も
自
民
党
か
ら
当
選
す
る
状
態

が
続
い
た
。
こ
の
間
に
、
対
決
法
案
の
採
決
や
議
会
の
運
営
に
絡
ん
で
、

(
I
)
 

何
人
か
の
議
長
、
副
議
長
が
辞
任
し
て
い
る
。

(
l
)
議
会
政
治
研
究

N
O
一
一
.
大
久
保
昭
三
「
日
本
・
有
名
無
実

の
権
威
」

(-m)
昭
和
四
八
年
五
月
以
降
(
第
七
一
回
以
降
1
)

昭
和
四
八
年
五
月
に
自
民
党
の
前
尾
繁
三
郎
議
長
が
当
選
し
、
党
籍
離

脱
を
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
一
年
一
一
一
月
に
、
自
民
党
か
ら
保
利
茂
議

長
、
社
会
党
か
ら
三
宅
正
一
副
議
長
が
全
会
派
の
一
致
で
選
出
さ
れ
た
。
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こ
れ
以
降
、
議
長
、
副
議
長
は
ほ
ぼ
全
会
一
致
で
選
出
さ
れ
、
党
籍
を
離

脱
し
て
い
る
。
こ
の
慣
行
は
今
日
も
守
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
成
五

年
八
月
の
非
自
民
政
権
が
成
立
し
た
と
き
に
、
過
半
数
は
な
か
っ
た
が
第

一
党
と
し
て
の
自
民
党
と
非
自
民
各
派
が
推
す
野
党
第
一
党
の
社
会
党
の

議
長
候
補
に
つ
い
て
協
議
が
ま
と
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
選
挙
で
争
わ
れ
、

社
会
党
の
土
井
た
か
子
議
長
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
、
平
成
一
二
年
七
月
に

は
、
党
籍
を
離
脱
し
て
い
た
渡
部
恒
三
副
議
長
に
対
し
、
第
二
党
の
民
主

党
か
ら
副
議
長
候
補
が
出
さ
れ
た
が
、
渡
部
副
議
長
が
再
選
さ
れ
た
。

資

現
在
の
河
野
洋
平
議
長
、
中
野
寛
成
副
議
長
は
平
成
一
五
年
一
一
月
に

自
由
民
主
党
、
民
主
党
か
ら
推
さ
れ
、
全
会
一
致
で
当
選
し
、
党
籍
を
離

脱
し
た
。

議
長
、
副
議
長
は
、
不
偏
不
党
、
公
正
無
私
な
国
会
運
営
を
期
待
さ
れ

る
し
、
党
籍
離
脱
と
全
会
一
致
の
選
任
が
望
ま
し
い
。
各
会
派
が
国
会
運

営
に
責
任
を
持
ち
、
議
長
、
副
議
長
に
協
力
す
る
観
点
か
ら
、
与
党
第
一

党
に
議
長
、
野
党
第
一
党
に
副
議
長
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

党
籍
離
脱
の
最
初
の
先
例
は
、
普
通
選
挙
法
が
成
立
し
た
大
正
一
四
年

の
第
五
O
回
帝
国
議
会
で
あ
る
。
両
院
事
務
局
編
纂
の
「
議
会
制
度
百
年

史
」
に
よ
る
と
「
二
月
一
一
一
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
議
員
、
守
衛
に
負
傷
者

を
出
す
乱
闘
事
件
」
が
起
こ
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
と
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
「
乱
闘
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
義
務
教
育
費

を
大
正
十
四
年
度
か
ら
増
額
す
る
市
町
村
義
務
国
庫
負
担
法
中
改
正
法
律

案
が
野
党
の
政
友
本
党
と
中
正
倶
楽
部
の
双
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
同
一
内
容

で
提
出
さ
れ
一
括
上
程
さ
れ
た
際
、
質
疑
に
た
っ
た
与
党
議
員
の
発
言
中

に
不
穏
当
発
言
が
あ
っ
た
と
し
て
、
議
場
が
混
乱
に
陥
り
、
議
員
、
守
衛

に
負
傷
者
を
出
す
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
乱
闘
事
件
で
六
議
員
の
二
週
間

登
院
停
止
が
議
決
さ
れ
、
ま
た
、
各
派
協
議
会
は
、
各
派
交
渉
係
は
三
名

と
し
そ
の
他
は
演
壇
に
上
ら
ぬ
こ
と
等
を
申
し
合
わ
せ
た
。
三
月
十
四
日
、

議
長
は
、
今
後
一
一
層
法
典
例
を
協
守
し
、
厳
正
公
正
に
そ
の
職
に
従
い
、

再
び
こ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
旨
釈
明
し
、
全

会
一
致
を
以
っ
て
議
会
の
神
聖
に
関
す
る
決
議
案
(
議
院
の
規
律
節
制
に

関
す
る
件
)
を
可
決
し
た
。
さ
ら
に
二
十
四
日
、
粕
谷
義
三
議
長
(
政
友

会
)
、
小
泉
又
次
郎
副
議
長
(
憲
政
会
)
は
党
籍
離
脱
の
屈
を
行
い
、
議

(
1
)
 

長
、
副
議
長
が
党
籍
を
離
れ
る
最
初
の
先
例
を
開
い
た
。
」
と
あ
る
。
衆

議
院
先
例
集
六
五
は
「
議
長
、
副
議
長
が
党
籍
を
離
脱
す
る
。
」
と
し
、

大
正
一
四
年
三
一
月
二
四
日
、
衆
議
院
は
「
議
長
ハ
議
院
ノ
秩
序
ヲ
維
持
シ

議
事
ヲ
整
理
ス
ル
ノ
職
責
ヲ
有
ス
従
テ
議
院
法
並
衆
議
院
規
則
ニ
於
テ
ハ

議
長
ニ
対
シ
絶
大
ナ
ル
権
力
ヲ
附
与
セ
リ
市
シ
テ
議
長
ノ
職
ニ
腐
ル
者

ハ
不
偏
不
党
厳
正
公
正
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ヤ
論
ヲ
侠
タ
ス
今
ヤ
現
任

議
長
及
副
議
長
ハ
此
ノ
趣
旨
ニ
鑑
ミ
党
籍
ヲ
離
脱
シ
範
ヲ
将
来
ニ
示
シ
タ
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故
ニ
本
院
ハ
将
来
議
長
及
副
議
長
ニ
シ
テ
政
党
政
派
ニ
属
、
ン
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
在
任
中
ニ
限
リ
党
籍
ヲ
離
脱
セ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
望

ム
」
と
の
議
事
規
則
改
正
に
関
す
る
希
望
決
議
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、

以
後
、
お
お
む
ね
議
長
、
副
議
長
は
党
籍
を
離
脱
し
て
い
た
と
す
る
。

最近の立法過程と国会の役割

戦
後
は
、
昭
和
二
八
年
五
月
、
堤
康
次
郎
議
長
は
改
進
党
を
、
原
彪
副

議
長
は
日
本
社
会
党
(
左
)
を
離
党
し
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
、
加
藤
鎌

五
郎
議
長
は
自
由
民
主
党
を
、
正
木
・
副
議
長
は
日
本
社
会
党
を
離
党
し

た
。
昭
和
三
五
年
五
月
、
清
瀬
一
郎
議
長
は
自
由
民
主
党
を
、
中
村
高
一

副
議
長
は
日
本
社
会
党
を
離
党
し
た
。
昭
和
三
五
年
一
二
月
、
久
保
田
鶴

(
2
)
(
3
)
 

松
副
議
長
は
日
本
社
会
党
を
離
党
し
た
。

そ
の
後
は
党
籍
を
持
っ
た
議
長
、
副
議
長
が
続
い
た
が
、
昭
和
四
八
年

五
月
前
尾
繁
三
郎
議
長
が
就
任
と
同
時
に
党
籍
離
脱
し
た
。
そ
の
後
は
昭

和
五
二
年
七
月
に
保
利
茂
議
長
、
三
宅
正
一
副
議
長
が
党
籍
を
離
脱
後
、

現
在
の
河
野
洋
平
議
長
、
中
野
寛
成
副
議
長
ま
で
歴
代
の
議
長
副
議
長

は
党
籍
を
離
脱
し
、
公
正
な
運
営
に
尽
力
す
る
と
と
も
に
、
議
長
の
権
威

を
高
め
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。

(1)
衆
議
院
参
議
院
編
集
、
議
会
制
度
百
年
史
帝
国
議
会
史
下
巻
司
・

∞
晶

(
2
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
六
五

(3)
議
会
政
治
研
究
三
三
、
辻
啓
明
「
議
長
及
び
副
議
長
の
実
像
」

間
以
「
昭
和
二
八
年
の
堤
議
長
、
原
副
議
長
の
選
挙
に
関
し
て
改
進
、

左
社
、
右
社
及
び
分
派
自
由
党
の
野
党
四
派
は
『
①
国
会
の
運
営

の
民
主
化
を
図
る
た
め
、
野
党
四
派
は
公
正
無
私
の
人
材
を
選
ん

で
議
長
及
び
副
議
長
の
共
同
候
補
者
を
出
す
こ
と
を
努
め
る
。
②

当
選
の
上
は
党
籍
を
離
脱
す
る
。
』
旨
の
申
し
合
わ
せ
が
な
さ
れ

た
よ
「
昭
和
三
三
年
の
第
三
一
回
国
会
に
お
い
て
は
会
期
の
冒
頭
、

前
国
会
の
警
察
官
職
務
執
行
法
改
正
案
を
め
ぐ
る
異
常
事
態
の
反

省
と
し
て
、
自
民
・
社
会
両
党
幹
事
長
で
『
正
副
議
長
の
党
籍
離

脱
の
慣
行
を
樹
立
す
る
』
等
の
申
合
せ
と
「
①
衆
議
院
議
長
に
つ

い
て
は
両
党
一
致
の
原
則
に
よ
る
。
②
参
議
院
の
自
主
性
を
尊
重

す
る
も
、
こ
の
申
合
わ
せ
に
従
っ
て
運
営
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
』

と
付
帯
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
」
「
清
瀬
一
郎
議
長
及
び
中
村

吉
同
一
副
議
長
は
就
任
後
三
ヶ
月
は
党
籍
を
離
脱
し
な
か
っ
た
が
、

新
安
保
条
約
の
審
議
を
前
に
し
て
公
正
な
る
立
場
を
と
る
と
し
て
、

い
ず
れ
も
党
籍
を
離
脱
し
た
。
そ
の
後
久
保
田
副
議
長
も
こ
れ
に

従
っ
た
o
」

議
長
の
理
想
像
は
何
か
。

A
.
我
が
国
は
、
議
院
内
閣
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
議
院
内
閣
制
は

各
党
が
政
策
を
競
い
、
国
会
の
過
半
数
の
支
持
を
得
た
政
党
の
党
首
が
総
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料

理
大
臣
と
な
り
‘
国
務
大
臣
を
任
命
し
、
内
閣
を
組
織
し
て
、
そ
の
政
策

を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
負
託
に
応
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
議

長
は
、
各
党
に
対
し
公
正
な
立
場
か
ら
議
事
運
営
を
行
う
。

B
.
英
国
で
は
、
下
院
議
長
は
政
策
に
関
与
せ
ず
、
公
正
な
議
事
運
営

が
要
請
さ
れ
る
。
職
務
の
不
偏
不
党
、
公
正
を
担
保
す
る
た
め
に
下
院
の

選
挙
で
は
、
議
長
が
再
選
を
求
め
て
い
る
と
し
て
、
政
党
は
原
則
と
し
て

対
立
候
補
を
立
て
な
い
と
の
慣
行
が
あ
り
、
ま
た
、
下
院
議
長
は
一
度
選

任
さ
れ
る
と
、
本
人
が
辞
任
す
る
か
、
死
亡
し
な
い
か
ぎ
り
そ
の
地
位
に

あ
る
。
政
権
が
変
更
し
て
も
下
院
議
長
は
そ
の
職
務
を
行
う
。
議
長
が
辞

め
る
と
き
は
年
金
や
貴
族
院
議
員
と
し
て
爵
位
の
授
与
が
な
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
最
近
で
は
下
院
選
挙
で
は
議
長
に
対
し
て
対
立
候
補
が
出
て
い
る

の
で
こ
の
慣
行
は
崩
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

議
長
は
、
本
会
議
の
議
事
を
主
宰
す
る
。
そ
の
際
、
議
長
は
公
平
か
っ

円
満
な
議
事
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
何
事
に
も
動
じ
な
い
平
常
心
、
機

転
、
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
等
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
議
長
は
、
議
会
手
続

の
知
識
と
議
会
人
と
し
て
の
幅
広
い
経
験
を
要
す
る
。
こ
の
た
め
、
議
長

は
、
議
員
全
体
か
ら
深
い
信
頼
と
尊
敬
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
議
長
は
、

試
合
で
言
え
ば
、
行
司
か
審
判
で
あ
っ
て
競
技
者
の
ル

l
ル
違
反
に
対
し

て
注
意
し
た
り
、
退
場
さ
せ
た
り
、
時
に
は
敗
者
宣
告
す
る
よ
う
に
、
ル
ー

ル
に
適
っ
た
議
会
の
運
営
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。

資

日
々
の
議
事
日
程
は
、
議
長
の
協
力
の
下
、
政
府
と
反
対
党
の
院
内
幹

事
の
協
議
に
よ
り
、
実
質
的
に
決
定
さ
れ
る
。

議
長
は
、
ま
た
、
院
の
秩
序
を
維
持
す
る
権
限
を
有
す
る
。
議
長
は
、

議
場
が
騒
然
と
し
た
と
き
は
、
議
員
に
冷
静
さ
を
求
め
、
秩
序
に
適
っ
た

行
動
を
求
め
る
。
収
拾
が
つ
か
な
く
な
れ
ば
、
本
会
議
を
休
憩
し
た
り
、

散
会
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
員
の
秩
序
違
反
や
不
穏
当
発
言
に

対
し
て
も
、
議
長
は
、
議
員
に
対
し
陳
謝
や
発
言
の
取
消
し
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
し
、
議
員
が
そ
の
命
令
に
服
さ
な
い
な
ら
、
当
該
議
員

に
退
場
を
命
ず
る
。
続
い
て
、
政
府
側
院
内
幹
事
か
ら
、
当
該
議
員
の
一

定
期
間
の
登
院
停
止
に
関
す
る
動
議
が
提
出
さ
れ
、
院
で
議
決
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
議
長
の
権
威
が
守
ら
れ
て
い
る
。

c.
米
国
の
下
院
議
長
は
下
院
の
多
数
党
の
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
議
院
内

閣
制
度
の
我
が
国
の
議
長
職
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
と
議
会
の
多

数
党
の
会
派
が
異
な
っ
た
と
き
は
指
導
権
争
い
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
九
九
五
年
一
一
月
、
ギ
ン
グ
リ
ッ
ジ
下
院
議
長
(
共
和
党
)
は
、
「
ア

メ
リ
カ
と
の
契
約
」
を
掲
げ
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
(
民
主
党
)
と
財
政

問
題
で
対
立
し
、
連
邦
予
算
の
空
白
が
生
じ
政
府
職
員
の
給
料
が
ス
ト
ツ

(
1
)
 

プ
す
る
な
ど
の
事
態
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
で
も
一
九
九
三
年
一

O

月
、
議
会
の
強
制
停
止
と
新
議
会
選
挙
の
大
統
領
令
に
関
し
、
エ
リ
ツ
ィ

ン
大
統
領
と
ハ
ズ
ブ
ラ
!
ト
フ
下
院
議
長
と
の
聞
で
指
導
権
争
い
が
生
じ
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武
力
衝
突
が
起
き
、
戦
車
や
装
甲
車
で
議
会
を
攻
撃
し
議
会
側
を
力
で
抑

(2) 

え
た
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
長
い
歴
史
の
中
で
経
験
的
に
積
み

重
ね
た
英
国
の
議
長
の
地
位
、
役
割
、
職
務
は
参
考
に
な
る
も
の
と
思
う
。

(
l
)
 

(2) 

一
六
議
責
新
聞

八
讃
責
新
聞

一
九
九
五

一
九
九
三

D
.
我
が
国
で
は
、
与
野
党
の
激
突
で
、
国
会
が
空
転
し
審
議
が
止
ま

る
こ
と
が
あ
る
が
、
議
長
が
「
時
の
氏
神
様
」
と
し
て
、
各
党
に
互
譲
を

求
め
、
議
長
見
解
を
取
り
ま
と
め
、
国
会
の
正
常
化
に
尽
力
す
る
こ
と
が

あ
る
。

最近の立法過程と国会の役割

E
.
議
長
は
公
正
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
党
籍
離
脱
す
る
一
方
、
議

長
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
、
各
党
の
代
表
者
が
集
ま
る
議
院
運
営
委
員

会
の
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
責
任
は
重
い
。
議
院
の
運
営
は
各
党

の
国
会
対
策
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
議
事
運
営
に
関
す
る
事
項
は
す

べ
て
議
院
運
営
委
員
会
で
協
議
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
議
院
運
営
委
員
会

の
理
事
は
各
党
の
国
会
対
策
委
員
会
の
副
委
員
長
を
兼
務
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
議
院
運
営
委
員
会
は
、
そ
の
他
に
、
国
会
法
及
、
び
議
院
の
諸
規

則
に
関
す
る
事
項
、
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所

及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
に
関
す
る
事
項
、
国
立
国
会
図
書
館
に
関
す
る

事
項
、
儀
礼
等
に
関
す
る
件
そ
の
他
に
つ
い
て
審
議
又
は
協
議
す
る
。
議

院
運
営
委
員
会
は
、
本
会
議
の
趣
旨
説
明
要
求
が
つ
い
た
議
案
に
つ
い
て

い
つ
の
本
会
議
で
聴
取
す
る
か
を
決
定
し
、
質
疑
時
間
、
質
疑
順
序
等
を

決
定
す
る
。
ま
た
、
議
案
の
付
託
先
委
員
会
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

付
託
先
を
決
定
し
、
議
長
に
諮
問
す
る
。
さ
ら
に
、
各
委
員
会
が
採
決
し

た
議
案
に
つ
い
て
の
本
会
議
を
設
定
す
る
。
議
運
委
員
会
は
、
院
に
提
出

又
は
発
議
さ
れ
た
議
案
を
、
議
長
が
所
管
委
員
会
に
付
託
す
る
ま
で
の
議

案
の
取
り
扱
い
を
協
議
し
、
逆
に
、
委
員
会
が
結
論
を
出
し
た
議
案
を
い

つ
の
本
会
議
で
議
論
し
採
決
を
す
る
か
を
決
め
る
。
議
院
運
営
委
員
会
の

理
事
会
又
は
理
事
懇
談
会
は
、
ど
の
よ
う
に
国
会
の
審
議
が
空
転
し
た
と

し
て
も
、
各
党
が
協
議
で
き
る
窓
口
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
に
「
国
会
の
赤
十
字
」
の
機
能
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

他
の
委
員
会
と
異
な
っ
て
、
議
院
運
営
委
員
長
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
い
つ
で
も
議
院
運
営
委
員
会
を
開
会
で
き
る
。
ま
た
、
議
院
運
営

委
員
会
の
理
事
会
は
会
期
中
、
ほ
ぼ
連
日
の
よ
う
に
開
か
れ
て
い
る
。
議

長
、
副
議
長
が
常
時
、
議
院
運
営
委
員
会
に
出
席
し
て
い
る
の
も
こ
の
委

(1) 

員
会
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
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(
1
)
議
院
運
営
委
員
会
の
審
議
、
協
議
案
件
は
衆
議
院
先
例
集
一
四

一
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。



料

議
長
の
職
務
権
限

「
各
議
院
の
議
長
は
、
そ
の
議
院
の
秩
序
を
保
持
し
、
議
事
を
整
理
し
、

議
院
の
事
務
を
監
督
し
、
議
院
を
代
表
す
る
o
」
(
国
会
法
第
一
九
条
)

議
長
は
、
議
院
の
秩
序
保
持
権
、
議
事
整
理
権
、
議
院
事
務
監
督
権
、

議
院
代
表
権
が
あ
る
。

憲
法
第
五
六
条
第
二
項
は
「
両
議
院
の
議
事
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の

定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
出
席
議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
」
と
規
定
す
る
。

「
議
長
の
決
裁
権
に
関
し
、
議
長
も
表
決
権
を
有
し
、
そ
の
上
に
決
裁
権

を
有
す
る
と
す
る
説
と
表
決
権
と
決
裁
権
と
い
う
の
も
等
し
く
議
長
の
意

思
表
示
で
あ
る
か
ら
二
度
同
一
問
題
に
表
決
は
で
き
な
い
と
す
る
説
が
あ

(I) 

る
。
」
前
説
は
、
議
長
は
決
裁
権
と
、
議
員
と
し
て
の
表
決
権
が
あ
る
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
議
長
の
決
裁
権
は
過
半
数
の
原
則
の

例
外
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
運
営
は
、
こ
れ
ま
で
議
長
は
議
員
と

し
て
の
表
決
権
は
行
使
し
た
例
は
な
い
。
ま
た
、
地
方
議
会
に
つ
い
て
地

方
自
治
法
第
二
六
条
は
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
事
は
、
出

席
議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
」
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
議
長
は
議
員
と
し
て

議
決
に
加
わ
る
権
利
を
有
し
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
私
は
、
議
長

は
公
平
な
立
場
か
ら
議
事
整
理
を
す
る
の
で
議
題
の
採
決
前
は
議
長
が
賛

資

否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
ま
た
、
表
決
に
加
わ
ら
な

い
が
、
可
否
同
数
と
な
っ
た
と
き
は
、
議
長
が
決
裁
で
き
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
た
め
、
決
裁
権
は
、
可
否
同
数
の
場
合

に
議
長
席
に
あ
る
議
長
が
表
決
を
行
使
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で

表
決
権
そ
の
も
の
で
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
決
裁
権
は
過

半
数
原
則
そ
の
も
の
で
な
い
か
と
考
え
る
。
あ
く
ま
で
個
人
的
意
見
で
あ

る。

北法56(1・344)344

(
i
)
例
え
ば
、
二
五

O
人
の
議
員
が
い
る
と
仮
定
し
、
賛
成
一
二
五
、

反
対
一
二
五
で
あ
れ
ば
可
否
同
数
な
の
で
議
長
は
決
裁
を
行
使
す
る
。

衆
議
院
で
は
、
こ
れ
ま
で
議
長
が
表
決
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
な
い
。

(
2
)
(
3
)
 

ま
た
、
決
裁
権
は
明
治
時
代
の
事
例
で
あ
る
が
、
四
回
と
も
消
極
に
決
し

(4) 

た
。
他
方
、
昭
和
五
O
年
七
月
四
日
の
参
議
院
は
、
政
治
資
金
規
正
法
改

正
案
に
つ
い
て
、
採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と
な
り
、
河
野
謙
三
議
長
は

(
5
)
 

積
極
に
決
し
た
。

(

U

)

賛
成
一
一
一
四
、
反
対
一
二
五
の
と
き
に
、
議
長
は
表
決
権
の
他
に

決
裁
権
が
あ
る
と
し
て
、
議
員
と
し
て
賛
成
に
一
票
を
投
じ
、
可
否
同
数

に
し
た
上
で
、
議
長
と
し
て
決
裁
権
を
行
使
し
、
可
決
と
す
る
の
は
問
題

で
あ
ろ
う
。
賛
成
一
一
一
回
、
反
対
二
一
五
は
可
否
同
数
で
な
い
の
で
、
議

長
は
否
決
を
宣
告
す
る
。

(
・
山
)
賛
成
一
一
一
五
、
反
対
一
二
四
で
あ
れ
ば
、
議
長
は
議
員
と
し
て
反



対
に
一
票
を
投
じ
、
可
否
同
数
と
し
、
過
半
数
な
し
と
し
て
否
決
を
宣
告

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
米
国
の
下
院
議
長
は
、
「
議
長
は
投
票
が
決
定
的

効
力
の
あ
る
場
合
又
は
無
名
投
票

σ島
2
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
は
‘
通

常
の
立
法
手
続
で
は
投
票
を
要
し
な
い
。
可
否
同
数
の
場
合
に
は
議
題
は

(6) 

消
滅
す
る
」
と
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
事
例
の
よ
う
な
場
合
は
、
議
長
の

投
票
は
「
投
票
が
決
定
的
効
力
の
あ
る
場
合
」
に
あ
た
り
、
議
長
が
否
決

に
投
票
す
れ
ば
議
題
は
可
否
同
数
と
な
り
否
決
と
な
る
。
「
決
定
的
効
力
」

は
少
数
百
一
万
が
一
票
少
な
い
場
合
、
可
否
同
数
の
場
合
、
三
分
の
二
の
要
件

を
充
た
す
か
ど
う
か
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
憲
法
で
は

「
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
」
と
し
て
い

る
の
で
、
議
長
は
可
否
同
数
で
は
な
い
の
で
決
裁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

可
決
を
宣
告
す
る
。

最近の立法過程と国会の役割

(
l
)
議
事
解
説
唱
・
叶

(
2
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
一
一
一
一
一

(
3
)
「
之
は
法
で
許
さ
れ
て
い
る
権
利
と
は
謂
へ
、
既
に
否
と
す
る
者

半
数
に
も
及
ん
だ
際
議
長
一
個
の
意
見
に
依
っ
て
現
状
を
変
更
す

る
よ
り
は
現
状
維
持
の
偉
に
し
て
置
く
方
が
穏
当
で
あ
る
と
為
す

保
守
的
観
念
に
出
で
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
(
議
事
解
説
)

(
4
)
英
国
の
下
院
議
長
は
可
否
問
数
の
場
合
は
投
票
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
議
長
は
他
の
議
員
と
同
様
に
そ
の
良
心
に
従
っ
て
投

票
の
自
由
を
有
す
る
。
し
か
し
、
議
長
の
公
正
性
(
中
立
性
)
に

批
判
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
議
長
は
可
能
な
か
ぎ
り
、
自
ら
の
投

票
が
院
の
最
終
決
定
に
な
ら
な
い
よ
う
な
方
法
で
投
票
す
る
の
が

通
例
で
あ
り
、
そ
し
て
投
票
理
由
は
ジ
ャ
ー
ナ
ル
(
議
会
日
誌
)

で
説
明
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
過
去
二
世
紀
の
先
例
を
た
ど

る
こ
と
に
よ
っ
て
議
長
の
投
票
の
三
つ
の
原
則
を
明
ら
か
に
で
き

る
。
①
さ
ら
な
る
議
論
が
可
能
な
ら
さ
ら
な
る
議
論
が
で
き
る
方

向
で
議
長
は
投
票
す
べ
き
で
あ
る
。
(
例
二
七
九
六
年
の
ア
デ
イ

ン
ト
ン
議
長
の
決
定
)
②
さ
ら
な
る
議
論
が
不
可
能
な
ら
、
議
決

は
過
半
数
に
よ
っ
て
決
め
る
べ
き
で
議
長
の
一
富
市
に
よ
る
べ
き
で

は
な
い
。
(
例
、
一
八
六
七
年
の
デ
ニ
ソ
ン
議
長
の
決
定
)
③
修

正
案
に
対
す
る
キ
ヤ
ス
テ
イ
グ
ボ

1
ト
は
原
案
の
ま
ま
に
残
し
て

投
票
す
べ
き
で
あ
る
。
(
例
、
一
八
六
O
年
の
デ
ニ
ソ
ン
議
長
の

決
定
)
(
司
邑
5
5
2
S
々
M
J
R
C
8
ピ
版
回
以
・
出
戸
)

(5)
平
成
一

O
年
版
参
議
院
先
例
録
三
一
一
一
一
一

(6)
旧
下
院
規
則
第
一
条
六
項
。
因
み
に
、
旧
下
院
規
則
第
一
条
六

項
は
、
第
一

O
六
回
米
国
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
条
文
の
前
段
が

新
下
院
規
則
第
一
条
七
項
に
、
後
段
は
第
二

O
条
一
項

(
C
)

と

し
て
分
離
し
、
再
編
集
さ
れ
た
。
(
二

O
O
三
年
下
院
規
則
よ
り
)
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ィ
.
常
任
委
員
長
、
常
任
委
員
の
選
任

両
院
は
、
委
員
会
と
し
て
常
任
委
員
会
と
特
別
委
員
会
の
二
種
類
を
置



キ4

い
て
い
る
。
常
任
委
員
会
は
国
会
法
の
規
定
し
た
常
設
の
委
員
会
で
そ
の

部
門
に
属
す
る
議
案
、
請
願
等
を
審
査
す
る
。
常
任
委
員
会
は
議
長
の
承

認
を
得
て
、
そ
の
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
国
政
調
査
を
行
う
。
特
別
委

員
会
は
各
議
院
が
そ
の
院
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
案
件
又

は
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
特
定
の
案
件
を
審
査
す
る
た
め
に
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
委
員
会
は
本
会
議
の
議
決
に
よ
っ
て
名
称
、

委
員
数
、
設
置
目
的
が
決
め
ら
れ
る
。

我
が
国
の
委
員
会
制
度
は
、
国
会
運
営
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

旧
憲
法
下
の
三
読
会
制
を
採
用
し
た
本
会
議
中
心
主
義
か
ら
、
委
員
会
中

心
主
義
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
多
数
の
議
員
で
構
成
さ
れ
る
本
会

議
よ
り
、
専
門
性
、
継
続
性
を
有
し
た
委
員
に
よ
る
少
人
数
の
委
員
会
の

審
査
の
方
が
能
率
的
、
合
理
的
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
。
委
員
会
は
そ

の
運
営
に
自
主
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
委
員
会
の
審
査
は
本
会
議
の
審

査
の
た
め
の
予
備
的
審
査
に
あ
た
る
も
の
で
、
委
員
会
の
決
定
が
本
会
議

の
意
思
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
は
本
会
議
の
意
思
決
定

に
よ
り
院
の
意
思
が
決
ま
る
。
し
か
し
、
委
員
会
の
決
定
は
政
治
的
効
果

が
あ
る
以
上
、
各
会
派
の
勢
力
が
委
員
会
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
、
委
員

会
の
構
成
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
基
づ
い
て
委
員
の
配
分

が
な
さ
れ
て
い
る
。
委
員
長
の
選
出
と
委
員
の
選
任
に
分
け
て
説
明
す
る
。

A
.
常
任
委
員
長
の
選
任

資

「
常
任
委
員
長
は
、
各
議
院
に
お
い
て
各
々
そ
の
常
任
委
員
の
中
か
ら

(
l
)
 

こ
れ
を
選
挙
す
る
。
」

~ti去56 (1・ 346)346

常
任
委
員
長
は
本
会
議
で
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、
「
常

任
委
員
長
の
選
挙
は
、
そ
の
手
続
を
省
略
し
て
、
議
長
の
指
名
に
よ
る
の

(2) 

を
例
と
す
る
。
」
常
任
委
員
長
は
、
与
党
の
委
員
だ
け
が
選
挙
さ
れ
た
こ

と
あ
る
が
、
現
在
は
、
与
野
党
の
委
員
が
選
挙
さ
れ
て
い
る
。
常
任
委
員

長
の
配
分
は
各
派
協
議
会
又
は
議
院
運
営
委
員
会
の
各
党
の
協
議
に
よ
り

決
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
六
O
回
国
会
で
は
、
衆
議
院
の
一
七
常
任
委
員

長
中
、
自
由
民
主
党
か
ら
一

O
人
、
民
主
党
か
ら
五
人
、
公
明
党
か
ら
二

人
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
参
議
院
は
一
七
常
任
委
員
長
中
、
自
由
民
主
党

か
ら
九
人
、
民
主
党
か
ら
六
人
、
公
明
党
か
ら
二
人
が
選
出
さ
れ
た
。

「
常
任
委
員
長
の
辞
任
は
、
院
議
に
よ
り
こ
れ
を
許
可
す
る
。
閉
会
中

(3) 

に
お
け
る
常
任
委
員
長
の
辞
任
は
、
議
長
が
こ
れ
を
許
可
す
る
。
」

常
任
委
員
長
は
本
会
議
で
選
任
さ
れ
る
の
で
辞
任
は
本
会
議
の
許
可
が

必
要
で
あ
る
。
閉
会
中
は
本
会
議
が
聞
か
れ
な
い
の
で
議
長
の
許
可
と
し

た
の
で
あ
る
。

平
成
二
ニ
年
一
月
一
一
一
一
日
の
第
一
五
一
回
国
会
か
ら
、
衆
議
院
の
常
任

委
員
会
は
、
省
庁
再
編
に
伴
い
、
二
一
の
委
員
会
守
二
七
の
委
員
会
に
再

編
し
た
。
そ
の
委
員
会
は
①
内
閤
②
総
務
、
③
法
務
、
④
外
務
、
⑤
財

務
金
融
、
⑥
文
部
科
学
、
⑦
厚
生
労
働
、
⑧
農
林
水
産
、
⑨
経
済
産
業
、
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⑩
国
土
交
通
、
⑪
環
境
、
⑫
安
全
保
障
、
⑬
国
家
基
本
政
策
、
⑪
予
算
、

⑮
決
算
行
政
監
視
、
⑮
議
院
運
営
、
⑪
懲
罰
委
員
会
で
あ
る
。
委
員
会
の

所
管
事
項
、
調
査
案
件
事
項
は
別
表
(
九
)
に
掲
載
す
る
。
常
任
委
員
会

の
種
類
は
こ
れ
ま
で
八
回
の
変
更
が
行
わ
れ
た
。

参
議
院
も
同
じ
く
省
庁
再
編
に
伴
い
一
八
の
常
任
委
員
会
か
ら
一
七
の

常
任
委
員
会
に
再
編
し
た
。
①
内
閣
、
②
総
務
、
③
法
務
、
④
外
交
防
衛
、

⑤
財
政
金
融
、
⑥
文
部
科
学
、
⑦
厚
生
労
働
、
⑧
農
林
水
産
、
⑨
経
済
産

業
、
⑮
国
土
交
通
、
⑪
環
境
、
⑫
国
家
基
本
政
策
、
⑬
予
算
、
⑭
決
算
、

⑮
行
政
監
視
、
⑬
議
院
運
営
、
⑪
懲
罰
の
各
委
員
会
で
あ
る
。

B
.
常
任
委
員
の
選
任

国
会
法
第
四
二
条
は
「
常
任
委
員
は
、
会
期
の
始
め
に
議
院
に
お
い
て

選
任
し
、
議
員
の
任
期
中
そ
の
任
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
。

議
員
は
、
少
な
く
と
も
一
個
の
常
任
委
員
と
な
る
。
た
だ
し
、
議
長
、

副
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内

閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
そ
の
割
り
当
て
ら

れ
た
常
任
委
員
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
常
任
委
員
を
辞
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ

(4) 

の
者
が
属
す
る
会
派
の
議
員
は
、
そ
の
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
o
」

と
す
る
。

常
任
委
員
割
当
表
は
別
表
(
一

O

の
と
お
り
で
あ
る
。
衆
議
院
で
は
、

総
委
員
数
は
六
一

O
、
議
員
数
は
四
八
O
人
で
あ
る
の
で
、
単
純
に
計
算

す
る
と
、
議
員
一
人
あ
た
り
一
・
二
七
の
委
員
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
大
臣
、
副
大
臣
が
常
任
委
員
を
辞
退
し
て
い
る
た
め
、
一
人
が
三
常

任
委
員
を
兼
ね
て
い
る
議
員
も
い
る
し
、
ま
た
、
そ
の
他
に
特
別
委
員
と

か
政
治
倫
理
審
査
会
や
憲
法
調
査
会
の
委
員
を
兼
ね
て
い
る
議
員
も
い
る
。

「
常
任
委
員
の
選
任
は
、
総
選
挙
後
の
国
会
の
会
期
の
始
め
に
議
事
日

(5) 

程
に
記
載
し
て
、
こ
れ
を
行
う
。
」

常
任
委
員
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
る
割
当
て
に
基
づ

(6) 

き
、
議
長
が
指
名
す
る
。
」

「
常
任
委
員
の
選
任
は
、
す
べ
て
議
長
の
指
名
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、

あ
ら
か
じ
め
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各

会
派
の
委
員
の
割
当
て
を
決
定
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
申
し
出
た
候
補

者
を
委
員
に
指
名
す
る
。
常
任
委
員
の
場
合
は
、
議
長
が
会
議
に
お
い
て

(7) 

指
名
す
る
。
当
日
の
衆
議
院
公
報
を
も
っ
て
そ
の
氏
名
を
報
告
す
る
。
」

常
任
委
員
割
当
表
に
基
づ
い
て
、
各
党
の
申
し
出
の
と
お
り
、
議
長
が

常
任
委
員
を
指
名
す
る
こ
と
に
な
る
。

北法56(1・347)347

(
l
)
国
会
法
第
二
五
条

(
2
)
平
成
十
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
五
八

(
3
)
国
会
法
第
三
O
条
、
平
成
十
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
五
八



帯十

(
4
)
国
会
法
第
四
二
条

(
5
)
国
会
法
第
四
二
条
、
平
成
十
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
一
一
一

(
6
)
国
会
法
第
四
六
条
、
衆
議
院
規
則
第
三
七
条
、
平
成
十
五
年
版

衆
議
院
先
例
集
一
一
四

(
7
)
国
会
法
第
四
六
条
、
衆
議
院
規
則
第
三
七
条
、
平
成
十
五
年
版

衆
議
院
先
例
集
一
一
四
説
明
書

資

ゥ
.
特
別
委
員
長
、
特
別
委
員
の
選
任

A
.
特
別
委
員
会
の
設
置

「
各
議
院
は
、
そ
の
院
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
案
件
又

は
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
特
定
の
案
件
を
審
査
す
る
た
め
、
特

(1) 

別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

第
一
六
O
回
国
会
に
お
け
る
衆
議
院
の
特
別
委
員
会
は
、
①
災
害
対
策

特
別
委
員
会
、
②
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特

別
委
員
会
、
③
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
④
青
少
年

問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
⑤
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る

特
別
委
員
会
、
⑥
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活

動
並
び
に
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
六
特

別
委
員
会
を
設
置
し
た
。

参
議
院
は
第
一
六

O
回
国
会
に
お
い
て
、
①
災
害
対
策
特
別
委
員
会
、

②
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
③
金
融
問
題
及
び
経
済

活
性
化
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
④
政
治
倫
理
の
確
立
及
、
び
選
挙
制
度
に

関
す
る
特
別
委
員
会
、
⑤
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
及
び
武
力
攻
撃

事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
⑥
北
朝
鮮
に
よ
る
投
致
問
題

等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
六
委
員
会
を
設
置
し
た
。

「
特
別
委
員
は
、
議
院
に
お
い
て
選
任
し
、
そ
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ

(2) 

た
案
件
が
そ
の
院
で
議
決
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
任
に
あ
る
も
の
と
す
る
o
」

特
別
委
員
会
は
、
常
任
委
員
会
と
違
っ
て
、
会
期
ご
と
に
設
置
さ
れ
る

点
が
大
き
く
進
、
つ
O

B
.
特
別
委
員
長
の
選
任

(
3
)
 

「
特
別
委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て

E
選
す
る
。
」

各
党
の
協
議
に
よ
り
野
党
に
も
特
別
委
員
長
の
割
り
当
て
が
な
さ
れ
て

い
る
。
衆
議
院
の
六
特
別
委
員
会
は
自
民
か
ら
一
一
一
人
、
民
主
か
ら
三
人
が

選
出
さ
れ
た
。
参
議
院
の
特
別
委
員
長
は
自
民
か
ら
一
一
一
人
、
民
主
か
ら
二

人
、
公
明
か
ら
一
人
が
選
出
さ
れ
た
。

c.
特
別
委
員
の
選
任

「
常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ

(4) 

る
割
り
当
て
に
基
づ
き
、
議
長
が
指
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
(5) 

「
委
員
の
異
動
は
、
辞
任
及
び
補
欠
選
任
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。
」

(6) 

「
議
長
は
、
常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
の
辞
任
を
許
可
す
る
。
」

北法56(1・348)348



(7) 

「
常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
の
補
欠
は
、
議
長
の
指
名
に
よ
る
。
」

(
l
)
国
会
法
第
四
五
条
第
一
項

(2)
国
会
法
第
四
五
条
第
二
項

(
3
)
国
会
法
第
四
五
条
第
三
項

(
4
)
平
成
一
五
年
度
版
衆
議
院
先
例
集
一
一
四
、
国
会
法
第
四
六
条

(5)
平
成
一
五
年
度
版
衆
議
院
先
例
集
二
二
、
衆
議
院
規
則
第
三

九
条
、
第
四
O
条

(
6
)
平
成
一
五
年
度
版
衆
議
院
先
例
集
三
一
二
、
衆
議
院
規
則
第
三

九
条

(
7
)
平
成
一
五
年
度
版
衆
議
院
先
例
集
一
二
三
、
国
会
法
第
四
六
条

第
二
項
、
衆
議
院
規
則
第
四
O
条

最近の立法過程と国会の役割

(
二
)
会
期
の
決
定

常
会
の
会
期
は
百
五
十
日
間
と
国
会
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
臨
時

(
1
)
 

会
、
特
別
会
の
会
期
は
、
両
議
院
一
致
の
議
決
で
、
決
定
す
る
。

昭
和
二
二
年
五
月
の
第
一
回
国
会
(
特
別
回
)
か
ら
平
成
一
五
年
一
一

月
の
第
一
五
八
回
国
会
(
特
別
回
)
ま
で
五
七
年
間
の
会
期
日
数
は
二
一
、

九
四
三
日
で
、
一
年
の
平
均
の
会
期
日
数
は
約
二
二
七
・
一
日
で
あ
る
。

ま
た
、
常
会
を
含
め
て
一
年
に
平
均
二
・
八
回
の
国
会
を
開
い
た
こ
と
に

な
る
。

「
常
会
の
会
期
中
に
参
議
院
議
員
の
半
数
の
任
期
が
満
限
に
達
す
る
場

(2) 

合
は
、
そ
の
満
限
の
日
を
も
っ
て
会
期
が
終
了
す
る
」

「
会
期
延
長
の
回
数
は
、
常
会
に
あ
っ
て
は
一
回
、
特
別
回
及
び
臨
時

(3) 

会
に
あ
っ
て
は
二
回
と
す
る
o
」

会
期
の
延
長
は
、
第
二
八
回
国
会
ま
で
、
回
数
を
制
限
す
る
も
の
は
な

か
っ
た
が
、
昭
和
三
三
年
六
月
の
第
二
九
四
国
会
か
ら
会
期
延
長
の
回
数

制
限
が
実
施
さ
れ
た
。
第
一
三
回
国
会
、
第
一
九
回
国
会
は
、
五
回
の
会
(4) 

期
延
長
を
行
っ
て
い
る
が
、
会
期
延
長
で
混
乱
が
お
こ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

「
会
期
又
は
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
議
決
が
異
な
る
と
き
、

又
は
参
議
院
が
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
し
た
と
こ
ろ
に
よ

(5) 

る
0
」「
特
別
会
及
、
ぴ
臨
時
会
の
会
期
又
は
国
会
の
会
期
の
延
長
は
両
議
院
一

致
の
議
決
に
よ
る
こ
と
が
原
別
で
あ
る
が
、
国
会
法
第
十
三
条
で
、
両
議

院
の
議
決
が
異
な
る
と
き
、
又
は
参
議
院
が
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議

(6) 

院
の
議
決
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
o
」

第
一
回
国
会
以
降
、
特
別
会
は
こ
れ
ま
で
二

O
回
聞
か
れ
両
議
院
は
会

期
を
議
決
し
て
い
る
が
、
臨
時
会
の
会
期
の
決
定
は
八
三
回
行
っ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
参
議
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
の
は
八
回
あ
る
。
会
期
の
延

長
は
九
三
回
の
う
ち
参
議
院
の
議
決
し
な
か
っ
た
の
は
三
七
回
で
あ
る
。

会
期
幅
に
つ
い
て
雨
院
で
異
な
っ
た
議
決
し
た
の
は
第
一
二
五
回
国
会

北t去56(1・349)349



料

の
例
が
一
回
あ
る
。
ま
た
、
延
長
日
数
に
つ
い
て
両
議
院
で
異
な
っ
た
議

決
を
し
た
例
は
二
回
あ
る
。

資

(
l
)
国
会
法
第
一

O
条
、
第
一
一
条
。

(
2
)
国
会
法
第
一

O
条
但
書
。
第
二
二
回
国
会
、
昭
和
三
四
年
五
月

一
一
日
に
参
議
院
議
員
の
半
数
の
任
期
が
満
限
に
達
し
た
た
め
、
そ

の
日
で
会
期
を
終
了
し
た
。
(
平
成
十
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
三
)

(
3
)
国
会
法
第
一
一
一
条
第
二
項
。

(
4
)
衆
議
院
参
議
院
編
集
「
目
で
見
る
議
会
百
年
史
」
目
こ
ま
昭
和

二
六
年
一
二
月
に
召
集
さ
れ
た
第
一
三
回
国
会
は
、
「
翌
年
四
月

の
対
日
平
和
条
約
に
よ
る
独
立
の
回
復
に
伴
う
」
法
案
整
備
の
中
、

「
与
野
党
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
く
日
米
行
政
協
定
の

実
施
に
伴
う
各
種
の
措
置
、
行
政
機
構
改
革
、
治
安
対
策
等
に
つ

い
て
激
し
く
対
立
し
た
。
会
期
は
五
回
延
長
さ
れ
、
二
三
五
日
間

と
い
う
記
録
的
な
長
期
に
わ
た
っ
た
。
」
。
こ
の
国
会
で
破
壊
活
動

防
止
法
が
成
立
し
た
。
同
書
聞
こ
斗
C

第
一
九
回
国
会
は
、
昭
和
二

九
年
六
月
三
日
衆
院
は
四
回
目
の
会
期
延
長
を
め
ぐ
り
紛
糾
、
堤

議
長
は
警
察
官
を
導
入
し
会
期
延
長
を
議
決
。
六
月
五
日
、
「
自

由
・
改
進
両
党
は
、
五
度
目
の
会
期
延
長
を
行
い
、
六
月
七
日
参

議
院
で
、
警
察
法
案
を
可
決
し
た
。
」

(
5
)
国
会
法
第
一
一
一
一
条
。

(
6
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
六
。

四
、
第
一
五
九
回
国
会

の
審
査

(
山
吊
ム
一
品
)
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に
お
け
る
法
案
等

(
二
次
に
、
国
会
の
一
年
間
の
活
動
サ
イ
ク
ル
を
理
解
す
る
た
め
に
常

会
の
流
れ
を
説
明
す
る
。

政
府
の
予
算
案
が
決
定
さ
れ
る
の
は
例
年
二
一
月
の
下
旬
な
の
で
、
国

会
の
召
集
は
、
一
月
二

O
日
頃
に
常
会
が
召
集
さ
れ
る
。
常
会
は
一
五
0

日
間
な
の
で
、
六
月
の
中
旬
ま
で
聞
か
れ
る
。
こ
の
一
五

0
日
聞
を
大
ま

か
に
区
分
で
き
る
。

①
召
集
日
と
代
表
質
問
の
期
間
。

総
理
の
施
政
方
針
演
説
な
ど
政
府
の
四
演
説
は
召
集
日
に
両
院
で
な

さ
れ
、
代
表
質
問
は
衆
参
両
院
で
三
日
間
行
わ
れ
る
。

②
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
は
予
算
の
審
査
を
二
月
末

ま
で
、
あ
る
い
は
三
月
初
旬
ま
で
行
う
。
参
議
院
は
三
月
末
ま
で
、
予

算
の
審
議
が
行
う
。
原
則
と
し
て
三
月
末
ま
で
に
予
算
が
成
立
し
な
い

と
な
る
と
暫
定
予
算
を
組
む
。

③
三
月
末
ま
で
に
い
わ
ゆ
る
日
切
れ
法
案
が
成
立
す
る
。
原
則
と
し
て

歳
入
に
関
連
す
る
法
案
が
多
く
含
ま
れ
る
。

④
予
算
が
成
立
す
る
と
、
各
委
員
会
は
、
五
月
の
連
休
前
後
が
、
法
案

の
審
査
の
最
繁
忙
期
と
な
る
。



最近の立法過程と国会の役割

⑤
会
期
末
一
ヶ
月
間
は
特
に
参
議
院
の
審
査
が
集
中
す
る
。

(
二
)
常
会
の
召
集
日
と
開
会
式

常
会
は
一
月
中
に
召
集
さ
れ
る
の
を
常
例
と
し
、
召
集
詔
書
は
少
な
く

と
も
一

O
目
前
に
公
布
さ
れ
る
。
(
国
会
法
第
一
、
第
二
条
)
今
年
は
、

平
成
一
六
年
一
月
九
日
に
常
会
の
召
集
詔
書
が
公
布
さ
れ
た
。

内
閣
が
常
会
の
召
集
を
閣
議
決
定
す
る
前
に
議
運
理
事
会
が
開
か
れ
、

官
房
長
官
よ
り
、
常
会
の
召
集
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。

常
会
の
召
集
が
決
ま
る
と
、
開
会
式
の
日
、
国
務
大
臣
の
演
説
(
政
府

四
演
説
)
及
び
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
代
表
質
問
の
質
疑
日
、
質
疑

者
数
、
質
疑
時
間
、
質
疑
順
位
な
ど
が
議
運
理
事
会
で
協
議
さ
れ
る
。

百
集
日
に
議
席
の
指
定
が
行
わ
れ
る
。
衆
議
院
規
則
第
十
四
条
に
よ
り
、

議
長
が
各
党
の
申
出
の
と
お
り
指
名
す
る
。

常
任
委
員
長
な
ど
に
欠
員
が
あ
れ
ば
、
そ
の
選
任
が
行
わ
れ
る
し
、
特

別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。

院
の
構
成
を
整
え
て
開
会
式
が
行
わ
れ
る
。

(
三
)
国
務
大
臣
の
発
言
|
政
府
四
演
説
と
代
表
質
問

常
会
に
お
い
て
は
開
会
式
の
後
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
施
政
方
針
に
関

し
て
、
外
務
大
臣
が
外
交
に
関
し
て
、
財
務
大
臣
が
財
政
に
関
し
て
、
経

済
財
政
政
策
担
当
大
臣
が
経
済
に
関
し
て
演
説
す
る
の
が
例
と
な
っ
て
い

(
l
)
 

る
。
政
府
演
説
に
対
し
て
各
党
を
代
表
す
る
議
員
が
質
疑
を
し
、
内
閣
総

理
大
臣
は
じ
め
各
大
臣
の
答
弁
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
代
表
質
問
と
い
わ
れ

る。

(2) 

こ
の
政
府
四
演
説
は
、
衆
議
院
で
先
に
行
う
の
が
例
で
あ
る
。

帝
国
議
会
時
代
は
貴
族
院
が
午
前
十
時
か
ら
、
衆
議
院
は
午
後
一
時
か

ら
開
か
れ
て
い
た
た
め
、
貴
族
院
で
先
に
政
府
の
演
説
と
質
疑
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
第
一
回
国
会
か
ら
は
、
政
府
演
説
は
衆
議
院
で

先
に
行
っ
た
後
、
参
議
院
が
行
い
、
質
疑
は
翌
日
以
降
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

第
一
五
九
回
国
会
で
は
、
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
、
衆
議
院
で
は
、

院
の
構
成
の
た
め
の
本
会
議
が
正
午
に
行
わ
れ
、
開
会
式
が
午
後
一
時
、

国
務
大
臣
の
演
説
が
午
後
二
時
か
ら
開
か
れ
た
。
参
議
院
は
院
の
構
成
の

本
会
議
が
午
前
一

O
時
に
聞
か
れ
、
国
務
大
臣
の
演
説
は
午
後
三
時
四
O

分
か
ら
行
な
わ
れ
た
。

国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
は
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定

(3) 

め
る
順
位
に
よ
り
、
許
可
さ
れ
る
。

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
し
、
議
員
か
ら
質
疑

の
通
告
を
す
る
の
が
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い

て
発
言
の
順
位
及
び
発
言
の
時
間
を
定
め
、
そ
の
順
序
に
よ
り
議
長
は
発

言
を
許
可
す
る
。

な
お
、
会
期
の
始
め
に
お
け
る
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
は
二
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キ4

日
間
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
参
議
院
に
お
い
て
も
代
表
質
問
が
、
同
様
に

一
一
日
間
行
わ
れ
る
が
、
代
表
質
問
の
第
一
日
目
は
衆
議
院
で
、
二
日
目
は

参
議
院
で
午
前
中
、
衆
議
院
が
午
後
、
三
日
目
は
参
議
院
で
代
表
質
問
が

行
わ
れ
る
。
平
成
一
六
年
は
、
一
月
一
一
一
日
か
ら
一
一
一
一
一
日
ま
で
代
表
質
問

が
行
わ
れ
た
。

資

(
l
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
四
八
四

(
2
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
四
八
六

(
3
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
二
五
三

(
四
)
次
に
、
予
算
審
査
|
一
月
二

O
日
頃
か
ら
三
月
末
ま
で
両
院
で

審
査予
算
を
編
成
し
国
会
に
提
出
す
る
の
は
内
閣
の
権
限
で
あ
る
。
(
憲
法

第
七
三
条
第
五
号
、
第
八
六
条
)

内
閣
の
な
か
で
、
実
際
に
予
算
の
編
成
に
あ
た
る
の
は
財
務
大
臣
で
あ

る
が
、
予
算
の
基
本
方
針
は
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議

に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
概
算
要
求
基
準
に
つ
い
て
も
経
済
財
政
諮
問
会
議

が
決
定
し
て
い
る
。
各
省
庁
は
、
八
月
末
ま
で
に
財
務
省
に
概
算
要
求
書

を
提
出
し
、
九
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
各
省
庁
よ
り
概
算
要
求
の
説

明
が
あ
り
、
財
務
省
で
は
二
一
月
下
旬
ま
で
予
算
編
成
作
業
が
行
わ
れ
る
。

平
成
一
六
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
五
年
一
二
月
五
日
に
「
予

算
編
成
の
基
本
方
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
一
二
月
二

O
目
、
財
務
省
原

案
内
示
、
復
活
折
衝
を
経
て
、
二
一
月
二
回
目
、
政
府
案
を
閣
議
決
定
し
、

平
成
二
ハ
年
一
月
一
九
日
に
平
成
十
六
年
度
予
算
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ

た
。
平
成
一
五
年
度
の
補
正
予
算
も
あ
わ
せ
て
提
出
さ
れ
た
。
な
お
、
予

算
の
決
定
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
政
府
の
経
済
見
通
し
と
税
制
改
正
要
綱
も

決
定
さ
れ
る
。
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平
成
一
六
年
度
の
予
算
の
審
査
経
過
表
は
別
表
(
一
こ
で
あ
る
。

予
算
は
、
内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
さ

れ
る
。
ま
ず
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
審
議
を
受
け
る
。
(
憲
法
第
六
O

条
第
一
項
、
第
八
六
条
、
財
政
法
第
二
七
条
)

予
算
は
本
会
議
で
財
務
大
臣
の
財
政
演
説
に
お
い
て
説
明
が
な
さ
れ
、

代
表
質
問
が
終
了
す
る
と
、
そ
の
日
に
、
両
院
の
予
算
委
員
会
で
、
平
成

十
六
年
度
予
算
に
つ
い
て
財
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。

今
年
の
場
合
は
平
成
二
ハ
年
一
月
一
一
一
二
日
に
、
提
案
理
由
説
明
の
聴
取
が

(
I
)
(
2
)
 

行
わ
れ
た
。

衆
議
院
の
予
算
委
員
会
は
基
本
的
質
疑
が
通
常
二
日
間
行
わ
れ
る
。
か

つ
て
は
総
括
質
疑
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
総
理
以
下
全
大
臣
が
出
席
し
、

予
算
の
審
議
が
行
わ
れ
る
。
基
本
的
質
疑
が
終
了
す
れ
ば
、
一
般
的
質
疑

が
行
わ
れ
る
。
財
務
大
臣
と
要
求
大
臣
に
対
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
る
。
ま



た
、
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
集
中
審
議
が
行
わ
れ
る
。
今
年
は
、
「
年
金

及
び
構
造
改
革
問
題
」
「
北
朝
鮮
問
題
」
の
集
中
審
議
が
行
わ
れ
た
。
集

中
審
議
に
は
総
理
が
出
席
し
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

(
3
)
 

総
予
算
は
公
聴
会
が
必
ず
開
か
れ
る
。
(
国
会
法
第
五
一
条
第
二
項
)
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
証
人
喚
問
や
参
考
人
招
致
な
ど
の
か
た
ち
を
と
る

こ
と
も
あ
る
。

最近の立法過程と国会の役割

予
算
は
内
政
、
外
交
な
ど
国
の
政
策
の
全
て
に
及
ぶ
の
で
、
予
算
の
質

疑
の
対
象
は
国
の
政
策
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
及
ぶ
。
予
算
審
査
の

終
盤
で
、
予
算
委
員
会
を
各
分
科
に
分
け
て
、
各
省
庁
別
に
審
査
す
る
。

(4) 

最
近
で
は
、
八
分
科
会
に
わ
け
で
審
査
さ
れ
る
。

今
年
の
予
算
委
員
会
は
、
平
成
一
六
年
三
月
五
日
に
、
締
め
く
く
り
総

括
質
疑
を
行
っ
た
後
、
共
産
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
平
成
一
六
年
度
予
算

三
案
に
つ
き
撤
回
の
う
え
編
成
替
え
を
求
め
る
動
議
」
の
趣
旨
説
明
を
聴

取
し
、
予
算
三
案
と
一
括
し
討
論
に
付
し
、
動
議
を
否
決
し
、
予
算
三
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
た
。

同
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
、
予
算
委
員
長
か
ら
予
算
委
員
会
の
審
査
の

経
過
と
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
、
反
対
、
賛
成
の
討
論
が
な
さ
れ
た
後
、

十
六
年
度
予
算
三
案
は
委
員
長
の
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
た
。
予
算
は

参
議
院
に
送
付
さ
れ
、
参
議
院
予
算
委
員
会
は
三
月
九
日
か
ら
審
査
が
始

ま
り
、
三
月
二
六
日
に
予
算
委
員
会
、
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
同
日
成
立

し
た
。(

1
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
委
員
会
先
例
集
一
一
一
一
一
「
総
予
算
の
審

査
は
、
本
会
議
に
お
い
て
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
が
終

了
し
た
後
、
こ
れ
を
開
始
す
る
の
を
例
と
す
る
。
」

(
2
)
同
一
一
一
一
一
一
「
総
予
算
は
、
委
員
会
に
お
い
て
基
本
的
質
疑
、
一

般
的
質
疑
を
行
っ
た
後
、
分
科
会
に
お
い
て
審
査
し
、
更
に
委
員

会
を
開
い
て
締
め
く
く
り
質
疑
を
行
い
、
討
論
の
後
、
こ
れ
を
議

決
す
る
。
」

(
3
)
向
一
一
一
一
一
二
「
総
予
算
に
つ
い
て
の
公
聴
会
は
、
分
科
会
の
審
査

に
入
る
ま
で
に
開
く
の
を
例
と
す
る
。
」

(
4
)
同
一
一
一
一
四
「
分
科
会
に
お
け
る
予
算
の
審
査
は
、
各
省
庁
別
に

細
部
に
わ
た
る
質
疑
を
行
う
。
」

予
算
に
つ
い
て
参
議
院
が
衆
議
院
と
異
な
っ
た
議
決
し
た
場
合
に
両
院

協
議
会
(
憲
法
第
六
O
条
第
二
項
、
国
会
法
第
八
五
条
第
一
項
)
を
開
く

が
、
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
に
は
、
衆
議
院
の
議
決
が
国
会
の
議
決
と

(
1
)
 

な
る
。
ま
た
、
参
議
院
が
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
っ
た
後
、

国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
議
決
し
な
い
と
き
も
、
衆

(2) 

議
院
の
議
決
が
国
会
の
議
決
と
な
る
。
(
憲
法
第
六
O
条
第
二
項
)
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吋守
中
京

T

(
1
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
三
コ
一
五
。
両
院
協
議
会
を
開
い

て
も
意
見
が
一
致
し
な
か
っ
た
例
。
平
成
元
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
外
二
件
、
平
成
二
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
、
平
成
二
年

度
一
般
会
計
暫
定
予
算
外
二
件
、
平
成
二
年
度
一
般
会
計
暫
定
補

正
予
算
外
二
件
、
平
成
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
外
二
件
、
平

成
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
、
平
成
四
年
度
一
般
会
計
予
算

外
二
件
、
平
成
五
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
、
平
成
五
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
外
二
件
、
平
成
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二

仲
下

(2)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
三
三
五
。
衆
議
院
送
付
の
日
か

ら
起
算
し
て
三

O
日
以
内
に
参
議
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
例
。
昭

和
二
九
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
、
平
成
元
年
度
一
般
会
計
予

算
外
二
件

資

予
算
の
修
正
権
に
つ
い
て
旧
憲
法
時
代
に
、
議
会
は
予
算
の
増
額
修
正

は
で
き
な
い
が
、
減
額
修
正
は
可
能
と
し
て
い
た
し
、
減
額
修
正
し
た
例

も
あ
る
。
現
憲
法
に
な
っ
て
か
ら
は
、
国
会
に
無
制
限
な
増
額
修
正
を
認

(
l
)
 

め
る
昭
和
二
三
年
二
月
の
両
院
法
規
委
員
会
の
勧
告
が
あ
る
が
、
予
算
編

成
権
が
内
閣
に
専
属
す
る
こ
と
か
ら
、
国
会
の
増
額
修
正
を
認
め
つ
つ
も
、

内
閣
の
予
算
提
出
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
修
正
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る

(2) 

昭
和
五
二
年
二
月
の
政
府
統
一
見
解
も
あ
る
。
国
会
修
正
の
例
は
過
去
四

回
あ
る
。
第
五
次
吉
田
(
自
由
党
)
内
閣
の
昭
和
二
八
年
度
予
算
、
昭
和

二
九
年
度
予
算
、
第
二
次
鳩
山
(
日
本
民
主
党
)
内
閣
の
昭
和
三
0
年
度
(3) 

予
算
、
第
一
次
橋
本
(
自
・
社
・
さ
)
内
閣
の
平
成
八
年
度
予
算
で
あ
る
。
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(
1
)
両
院
法
規
委
員
会
議
録
第
六
号
(
昭
和
二
三
年
二
月
二
六
日
)
「
国

会
は
予
算
の
増
減
ま
た
は
予
算
費
目
の
追
加
も
し
く
は
削
除
等
す

べ
て
内
閣
の
提
出
し
た
予
算
に
関
し
て
最
終
か
つ
完
全
な
権
限
を

有
す
る
。
」

(
2
)
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
一
一
一
号
(
昭
和
五
二
年
二
月
一
一
一
二

日
)「
国
会
の
予
算
修
正
に
つ
い
て

国
会
の
予
算
修
正
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
範
囲
で
行
い
う

る
か
は
、
内
閣
の
予
算
提
案
権
と
国
会
の
審
議
権
の
調
整
の
問
題

で
あ
り
、
憲
法
の
規
定
か
ら
み
て
、
国
会
の
修
正
は
内
閣
の
予
算

提
案
権
を
損
な
わ
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
」

矢
野
絢
也
委
員
が
「
政
府
の
見
解
、
具
体
的
に
は
、
項
の
新
設
、

項
の
付
加
、
こ
う
い
っ
た
問
題
は
政
府
の
予
算
提
案
権
の
侵
害
と

な
る
、
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
う
い
う
意
味
の
従
来
の
お
考
え
は

と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
考
え
は
持
た
な
い
、
こ
う
い

う
こ
と
で
理
解
し
て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
」
の
質
疑
に
対

し
福
田
内
燭
総
理
大
臣
は
「
そ
れ
は
ケ
l
ス
・
パ
イ
・
ケ
l
ス
で

決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
、
そ
う
い
う
理
解
で
あ
り
ま
す
。
」
と



答
弁
し
て
い
る
。

(3)
平
成
一
五
年
度
衆
議
院
先
例
集
一
一
一
一
一
一
一
「
議
院
に
お
い
て
、
予

算
款
項
の
金
額
を
増
額
修
正
す
る
o
」
、
同
三
コ
一
二
「
議
院
に
お
い

て
、
特
別
会
計
予
算
及
び
政
府
関
係
機
関
予
算
の
総
額
を
増
額
修

正
す
る
。
」

最近の立法過程と国会の役割

予
算
に
つ
い
て
編
成
替
え
を
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
る
が
可
決
さ
れ

る
と
、
内
閣
と
し
て
予
算
を
組
み
替
え
る
政
治
的
義
務
を
生
ず
る
の
で
修

正
案
が
可
決
し
た
の
と
同
じ
効
果
を
生
む
。
第
四
O
回
国
会
以
降
、
予
算

に
つ
い
て
撤
回
の
う
え
編
成
替
え
を
求
め
る
の
動
議
に
つ
い
て
は
、
予
算

の
修
正
の
動
議
に
準
じ
て
、
五
O
人
以
上
の
賛
成
を
得
て
提
出
さ
れ
る
の

が
例
と
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
で
の
動
議
に
は
賛
成
者
の
要
件
は
な
い
。

第
二
回
国
会
の
昭
和
二
三
年
二
月
五
日
の
予
算
委
員
会
で
内
閣
に
予
算
の

(
1
)
 

編
成
替
え
を
求
め
る
動
議
が
一
度
、
可
決
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

(
1
)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
委
員
会
先
例
集
三
二
五

(
五
)
第
一
五
九
四
国
会
(
常
会
)
に
お
け
る
議
案
の
審
査
経
過
に
つ
い

て
説
明
す
る
。

常
会
の
召
集
が
決
ま
る
と
、
内
閣
官
房
副
長
官
は
、
議
運
理
事
会
に
内

閣
が
常
会
に
提
出
す
る
予
定
の
法
案
名
、
条
約
名
、
そ
の
要
旨
を
説
明
す

る
。
今
年
は
平
成
二
ハ
年
一
月
一
六
日
に
、
①
提
出
予
定
の
法
律
案
は
一

二
五
件
で
、
そ
の
う
ち
予
算
関
連
法
案
は
三
三
件
で
あ
る
こ
と
。
条
約
は

一
九
件
で
あ
る
こ
と
。
②
そ
の
他
に
提
出
予
定
以
外
の
検
討
中
の
も
の
が
、

法
律
案
一
七
件
、
条
約
一

O
件
で
あ
る
こ
と
。
③
国
会
へ
の
提
出
時
期
は
、

予
算
関
連
法
案
は
二
月
一

O
日
頃
‘
そ
の
他
の
法
案
は
三
月
九
日
頃
ま
で

に
閣
議
に
付
議
す
る
最
終
期
限
と
し
て
作
業
を
進
め
る
旨
の
説
明
が
な
さ

れ
た
。最
終
的
に
は
内
閣
か
ら
は
国
会
に
法
律
案
は
一
二
七
件
、
条
約
は
二
一

件
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
説
明
か
ら
各
党
は
、
常
会
に
お
け
る
立
法
計
画
、
戦
略
を
検
討
す

る
こ
と
に
な
る
。

第
一
五
九
回
国
会
の
議
案
経
過
の
一
覧
表
は
別
表
(
一
二
)
の
と
お
り

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
予
算
、
条
約
、
法
案
等
二
五
五
件
の
名
称
、
衆
参

の
議
決
日
、
審
議
結
果
、
審
査
結
果
は
、
平
成
一
六
年
六
月
一
六
日
の
衆

議
院
公
報
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず
、
平
成
一
五
年
度
補
正
予
算
の
審
査
が
行
わ
れ
た
。
補
正
予
算
は

衆
議
院
を
一
月
三
一
日
に
可
決
、
参
議
院
は
二
月
九
日
に
可
決
成
立
し
た
。

ま
た
、
補
正
予
算
関
連
法
案
も
同
日
、
衆
参
両
院
で
可
決
成
立
し
て
い
る
。

次
に
、
平
成
一
ム
ハ
年
度
予
算
の
審
査
が
行
わ
れ
た
。
衆
議
院
は
三
月
五
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目
、
参
議
院
は
三
月
二
六
日
に
可
決
、
成
立
し
た
。

次
に
、
三
月
一
二
一
日
ま
で
に
成
立
す
る
法
案
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
日
切

法
案
又
は
日
切
扱
法
案
で
あ
る
。
法
律
の
有
効
期
限
が
三
月
末
で
切
れ
る

法
案
と
か
、
特
例
措
置
を
延
長
さ
せ
る
法
案
、
四
月
一
日
を
施
行
日
と
す

る
法
案
な
ど
で
あ
る
。
今
回
、
三
月
三
二
日
ま
で
に
成
立
し
た
法
案
は
閣

法
で
二
一
件
、
四
月
七
日
に
成
立
し
た
閣
法
は
三
件
で
あ
る
。
衆
議
院
の

提
出
し
た
法
案
(
衆
法
)
で
一
一
一
月
二
二
日
ま
で
に
成
立
し
た
の
は
三
件
で

資

あ
る
。条
約
は
一
一
一
件
提
出
さ
れ
、
す
べ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
参

議
院
先
議
は
六
件
で
あ
る
。

内
閣
提
出
の
法
案
(
閑
法
)
は
一
二
七
件
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
一
一
O

件
が
成
立
し
た
。
成
立
率
は
九
四
・
五
%
で
あ
る
。
内
閣
か
ら
の
提
出
件

数
は
例
年
一
O
O
件
位
で
あ
っ
た
が
今
年
は
多
か
っ
た
。
一
二
七
件
の
う

ち
二
O
%
に
あ
た
る
二
六
件
は
参
議
院
に
提
出
さ
れ
、
参
議
院
の
先
議
案

件
と
な
っ
た
。

衆
議
院
に
お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ
た
内
閣
提
出
の
法
案
七
件
は
、
法

務
委
員
会
が
三
件
、
厚
生
労
働
委
員
会
が
三
件
、
財
務
金
融
委
員
会
が
一

件
あ
っ
た
。
法
務
委
員
会
は
「
裁
判
員
法
案
」
、
厚
生
労
働
委
員
会
は
「
年

金
改
革
法
案
」
、
財
務
金
融
委
員
会
は
「
金
融
機
能
強
化
法
案
」
な
ど
重

要
法
案
が
多
か
っ
た
の
で
、
七
件
が
継
続
案
件
と
な
っ
た
。

衆
議
院
提
出
の
法
案
(
衆
法
)
は
五
九
件
で
成
立
し
た
の
は
一
四
件
で
、

成
立
率
は
二
三
・
七
%
で
あ
っ
た
。
一
四
件
中
一
三
件
は
委
員
会
か
ら
提

出
さ
れ
た
委
員
長
提
出
法
案
で
あ
る
。
そ
の
他
の
一
件
は
議
員
発
議
の
法

案
で
、
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
改
正
案
」
で
あ
る
。
政
府
が
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
平
和
と
安
全
の
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
閣
議
に
お
い
て
対
応
措
置
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
委
員
長
提
案
は
全
会
一
致
を
原

則
と
し
て
お
り
、
速
や
か
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

衆
議
院
提
出
法
案
で
継
続
し
た
一
二
件
は
、
自
・
民
・
公
・
共
・
社
五

派
の
共
同
提
出
は
一
件
、
自
・
公
与
党
の
共
同
提
出
は
四
件
、
自
提
出
は

一
件
、
公
提
出
は
一
件
、
民
・
共
・
社
野
党
共
同
提
出
は
四
件
、
民
提
出

は
一
O
件
で
あ
る
。

衆
議
院
提
出
法
案
の
う
ち
審
査
未
了
と
な
っ
た
の
は
一
O
件
で
あ
る
。

衆
議
院
提
出
法
案
の
う
ち
衆
議
院
で
否
決
さ
れ
た
八
件
は
閣
法
と
対
案

関
係
の
も
の
で
あ
る
。
撤
回
さ
れ
た
六
件
は
閣
法
に
賛
成
し
た
か
、
あ
る

い
は
新
し
く
委
員
長
提
出
法
案
と
し
て
各
党
が
一
致
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
撤
回
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

参
議
院
提
出
法
案
(
参
法
)
は
二
四
件
で
、
成
立
し
た
法
案
は
、
「
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
」
で
あ
る
。
参
議
院
で
多
く
廃
案
と
な
っ
た
の
は
、
通
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常
選
挙
前
の
国
会
で
は
次
の
国
会
に
法
案
を
継
続
し
な
い
の
を
先
例
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。

あ般
る会承
計諾
予を
備求
費め
使る
用件
総で
調両
書院
及を
び通
各過
害し
寸 h

Jf 'i; 
型の
官は
使、
F十寸 ー-，

調平
書成
外十
二四
件年
」度

で一

最近の立法過程と国会の役割

承
認
を
求
め
る
の
件
で
両
院
を
通
過
し
た
も
の
は
、
「
イ
ラ
ク
に
お
け

る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別

措
置
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
よ
る
人

道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
各
活
動
の
実
施
に
関
し
承

認
を
求
め
る
の
件
」
と

N
H
K
予
算
で
あ
る
「
放
送
法
第
三
十
七
条
第
二

項
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
」
で
あ
る
。

衆
議
院
で
修
正
さ
れ
た
の
が
九
件
、
参
議
院
の
修
正
は
な
か
っ
た
。
修

正
さ
れ
た
の
は
「
商
品
取
引
所
法
一
部
改
正
案
」
、
「
市
町
村
合
併
特
例
法

案
」
、
「
裁
判
員
参
加
法
案
」
、
「
刑
事
訴
訟
法
一
部
改
正
案
L

、
「
総
合
法
律

支
援
法
案
」
、
「
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
案
」
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
国
民

保
護
措
置
法
案
」
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
特
定
公
共
施
設
利
用
法
案
」
、
「
児

童
手
当
法
一
部
改
正
案
」
で
あ
る
。
「
国
民
保
護
措
置
法
案
」
は
攻
撃
事

態
等
に
お
い
て
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
必
要
か
ら
、

国
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
、
国
民
の
協
力
、
住
民
の
避
難
に
関
す
る
措

置
な
ど
を
定
め
た
法
案
で
あ
る
が
、
緊
急
対
処
方
針
に
関
し
て
国
会
の
承

認
に
関
す
る
規
定
を
設
け
国
会
の
関
与
を
強
め
る
修
正
を
し
た
も
の
で
あ

る
。
国
民
の
刑
事
司
法
参
加
の
法
案
で
あ
る
「
裁
判
員
参
ノ
加
法
案
」
は
裁

判
員
等
の
秘
密
漏
示
罪
に
つ
い
て
罰
則
の
上
限
を
一
年
以
下
の
懲
役
か
ら

六
月
以
下
の
懲
役
に
引
き
下
げ
る
等
の
重
要
な
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
「
年
金
改
革
法
案
」
に
つ
い
て
は
公
的
年
金
制
度
の
見
直
し
に
あ
た
っ

て
は
、
公
的
年
金
制
度
の
二
万
化
を
展
望
し
、
体
系
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
と
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

両
院
を
通
過
し
た
内
閣
提
出
の
議
案
一
四
七
件
(
予
算
六
件
、
条
約
二

一
件
、
法
案
一
二
O
件
)
の
う
ち
、
自
民
、
公
明
、
民
主
、
共
産
、
社
民

の
全
会
一
致
の
議
案
は
七
四
件
で
あ
っ
た
。
民
主
、
共
産
、
社
民
の
反
対

議
案
は
二
九
件
、
民
主
、
共
産
の
反
対
議
案
は
一
件
、
民
主
、
社
民
の
反

対
議
案
は
一
件
、
民
主
の
み
の
反
対
議
案
は
四
件
、
共
産
、
社
民
の
反
対

議
案
は
一
一
件
、
共
産
の
み
の
反
対
議
案
は
二
六
件
、
社
民
の
み
の
反
対

議
案
は
一
件
で
あ
っ
た
。
全
体
的
に
み
る
と
、
内
閣
提
出
議
案
(
閣
法
)

の
五
0
・
三
%
が
全
会
一
致
の
賛
成
議
案
で
あ
る
が
、
四
九
・
七
%
は
反

対
の
あ
る
議
案
で
あ
っ
た
。
自
民
党
、
公
明
党
は
一
O
O
%
の
賛
成
、
民

主
党
は
賛
成
七
六
・
二
%
、
反
対
二
三
・
八
%
、
共
産
党
は
賛
成
五
回
・

四
%
、
反
対
四
五
・
六
%
、
社
民
党
は
賛
成
七
一
・
四
%
、
反
対
二
八
・

六
%
で
あ
っ
た
。

ヰヒi去56(1・357)357

(
六
)
第
一
回
国
会
か
ら
一
五
九
回
国
会
ま
で
の
常
会
に
お
け
る
法
律
案



料

(
衆
法
、
参
法
、
閣
法
)
の
提
出
件
数
を
別
表
(
一
一
一
一
)
に
し
た
。

昭
和
二
二
年
か
ら
平
成
一
ム
ハ
年
ま
で
の
常
会
(
常
会
の
役
割
を
も
っ
た

特
別
会
を
含
む
。
)
を
み
る
と
、
衆
法
二
、
四
六
七
件
の
提
出
の
う
ち
、

成
立
し
た
法
律
案
は
八
三
O
件
で
三
三
・
六
%
、
参
法
は
八
九
五
件
が
提

出
さ
れ
、
成
立
し
た
法
律
案
は
一
五
O
件
で
、
成
立
率
は
一
六
・
八
%
。

閣
法
は
、
七
、
二
一
O
件
が
提
出
さ
れ
、
成
立
は
六
、
二
O
二
件
で
、
成

立
率
は
八
六
・
O
%
で
あ
る
。

昭
和
二
二
年
の
第
一
回
国
会
に
一
八
三
件
の
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
昭

和
二
三
年
の
第
二
回
国
会
に
二
五
六
件
の
法
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
そ

の
よ
う
な
ペ

i
ス
が
続
き
昭
和
二
七
年
の
第
一
三
回
国
会
で
は
=
一
四
人
件

の
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
最
高
提
出
件
数
で
あ
る
。

昭
和
二
八
年
の
第
一
五
回
国
会
で
は
二
六
二
件
に
落
ち
、
昭
和
三
一
年
の

第
二
四
回
国
会
で
は
二
五
六
件
、
昭
和
三
二
年
の
第
二
六
回
国
会
で
は
、

二
二
五
件
と
な
り
、
昭
和
三
三
年
の
第
二
八
回
国
会
か
ら
昭
和
四
一
年
の

第
五
一
回
国
会
ま
で
年
平
均
で
二
回
O
件
程
度
の
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。

昭
和
田
二
年
の
第
五
五
回
国
会
か
ら
昭
和
四
七
年
の
第
六
八
回
国
会
ま
で

年
平
均
で
一
八
O
件
程
度
の
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
昭
和
四
八
年
の
第
七

一
回
国
会
に
一
二
人
件
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
昭
和
四
九
年
の
第
七

二
回
国
会
に
一
四
九
件
に
低
下
し
、
昭
和
五
八
年
の
第
九
八
回
国
会
に
八

二
件
、
平
成
元
年
の
第
一
一
四
回
国
会
に
九
O
件
ま
で
漸
減
し
た
。
し
か

資

し
、
平
成
=
一
年
の
第
一
一
一
O
回
国
会
は
一
一
四
件
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
、

法
案
の
提
出
は
増
加
し
て
い
る
。
平
成
一
六
年
の
第
一
五
九
回
国
会
は
二

一
O
件
が
提
出
さ
れ
た
。
閣
法
が
一
二
七
件
、
衆
法
は
五
九
件
、
参
法
は

二
四
件
で
あ
る
。
閣
法
は
年
一
O
O
件
程
度
で
あ
っ
た
が
増
加
し
た
。
ま

た
、
衆
法
は
平
成
八
年
に
一
六
件
、
平
成
九
年
に
四
五
件
と
な
り
、
そ
の

後
も
増
加
し
て
い
る
。
参
法
も
、
平
成
一
O
年
に
六
件
か
ら
平
成
一
一
年

に
二
二
件
に
増
え
、
そ
の
後
も
二
O
件
台
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
時
代

の
ニ

l
ズ
に
対
応
し
た
法
案
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

議
員
提
出
法
案
の
増
加
要
因
は
、

①
各
党
が
独
自
の
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
こ
と

②
複
数
の
省
庁
に
か
か
わ
る
問
題
で
省
庁
の
縦
割
り
と
か
、
政
府
の
専

門
委
員
会
で
は
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
迅
速
な
対
応
が
で
き
な

い
も
の

③
各
党
が
一
致
し
て
重
要
案
件
や
政
策
を
実
現
す
る
も
の
、
委
員
長
提

出
法
案
な
ど
。

④
圧
力
団
体
の
要
望
を
踏
ま
え
て
改
正
し
た
も
の

⑤
災
害
対
策
対
応
の
も
の

⑥
選
挙
対
策
や
政
治
倫
理
に
か
か
わ
る
も
の

⑦
外
交
上
、
議
員
立
法
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
も
の

@
議
院
内
部
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

北法56(1・358)358



(
七
)
第
一
回
国
会
か
ら
一
五
九
回
国
会
ま
で
の
常
会
に
お
け
る
衆
議
院

の
本
会
議
、
委
員
会
の
審
議
回
数
と
審
議
時
間
を
別
表
(
一
四
)
、
(
一
五
)

に
し
た
。

昭
和
二
三
年
の
第
二
回
国
会
か
ら
昭
和
三
二
年
の
第
二
六
回
国
会
ま
で

の一

0
年
閣
の
常
会
の
本
会
議
開
会
数
は
年
平
均
で
五
四
・
七
回
、
審
議

時
間
数
は
年
平
均
で
八
七
・
三
時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
年
平
均
で

一
O
O
二
・
八
回
、
審
議
時
間
数
は
年
平
均
で
一
六
二
六
・
九
時
間
で
あ

る
。
そ
の
後
の
一

0
年
間
毎
に
お
け
る
常
会
の
本
会
議
、
委
員
会
の
審
議

回
数
と
審
議
時
間
数
の
年
平
均
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
三
三
年
の
第
二
八
回
国
会
か
ら
昭
和
四
二
年
の
第
五
五
回
国
会
ま

で
年
平
均
で
本
会
議
開
会
数
は
四
二
・
九
回
、
審
議
時
間
数
は
五
回
・
六

時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
六
九
五
・
一
回
、
審
議
時
間
数
は
一
五
一

0
・
五
時
間
で
あ
る
。

最近の立法過程と国会の役割

昭
和
四
三
年
の
第
五
八
回
国
会
か
ら
昭
和
五
二
年
の
第
八
O
回
国
会
ま

で
年
平
均
で
本
会
議
開
会
数
は
四
一
・
四
回
、
審
議
時
間
数
は
五
八
・
五

時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
六
二
七
・

O
回
、
審
議
時
間
数
は
一
九
四

三
・
六
時
間
で
あ
る
。

昭
和
五
三
年
の
第
八
四
回
国
会
か
ら
昭
和
六
二
年
の
第
一

O
八
回
国
会

ま
で
年
平
均
で
本
会
議
開
会
数
は
コ
一
四
・
六
回
、
審
議
時
間
数
は
四
回
・

0
時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
四
三
六
・
四
回
、
審
議
時
間
数
は
一
五

四
五
・
五
時
間
で
あ
る
。

昭
和
六
三
年
の
第
一
一
一
一
回
国
会
か
ら
平
成
九
年
の
第
一
四
O
回
国
会

ま
で
年
平
均
で
本
会
議
開
会
数
は
三
コ
了
=
一
回
、
審
議
時
間
数
は
三
九
・

九
時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
三
一
三
・
七
回
、
審
議
時
間
数
は
九
三

二
，

0
時
間
で
あ
る
。

平
成
一

O
年
の
第
一
四
二
回
国
会
か
ら
平
成
一
六
年
の
第
一
五
九
四
国

会
ま
で
七
年
間
の
常
会
の
本
会
議
開
会
数
は
年
平
均
で
四
六
・
六
回
、
審

議
時
間
数
は
年
平
均
で
五
回
・

0
時
間
、
委
員
会
の
開
会
回
数
は
年
平
均

で
四
四
七
・
一
回
、
審
議
時
間
数
は
年
平
均
で
ご
一

O
八
・
七
時
間
で
あ

る。
法
案
提
出
件
数
と
審
議
時
間
数
、
回
数
と
の
聞
に
相
関
関
係
が
あ
る
よ

う
な
形
が
グ
ラ
フ
上
に
表
れ
て
い
る
。
昭
和
六
二
年
を
谷
と
し
て
最
近
は

審
議
時
間
数
、
回
数
も
増
加
し
て
い
る
。
法
案
が
多
く
提
出
さ
れ
れ
ば
、

会
議
の
審
議
回
数
や
審
議
時
間
数
も
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
国
会
の
役
割
と
課
題

北法560・359)359

(
一
)
今
年
の
四
月
に
列
国
議
会
同
盟
会
議
が
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
聞
か

れ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
務
総
長
か
ら
「
議
会
と
市
民
社
会
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
基
調
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
国
会
の
役
割
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
上



料

で
参
考
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
国
民
の
満
足
度
は
七

一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
研
究
結
果
に
よ
る
と
、
議

会
へ
の
信
頼
は
、
皇
室
、
大
学
、
裁
判
所
に
次
ぐ
も
の
で
、
政
府
や
新
聞

よ
り
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
概
括
的
に
い
え
ば
、
市
民
は
、
各
々
の

議
員
に
対
し
て
よ
り
も
議
会
へ
の
信
頼
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
会

が
様
々
な
民
主
的
使
命
を
果
た
し
、
人
々
の
要
求
を
充
た
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、
長
い
問
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。

調
査
で
は
議
会
に
お
け
る
七
つ
の
役
割
、

(
i
)
決
定
機
能

(
4
F
O

号

3
5ロ
B
白
骨
冨
加

P
5
5ロ
)
、
社
会
の
発
展
に

決
定
的
な
こ
と
を
決
め
る
こ
と
、

資

(
日
)
政
府
活
動
の
監
督
機
能
(
臣

m
B
E
g
-
P
R
g
E
)
、
政
府
の
活
動

を
調
査
す
る
こ
と
、

(
山
)
代
表
機
能

(4ym
足
型
2
2
E
Z
m
P
R
gロ
)
、
多
く
の
異
な
っ
た

有
権
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、

(
-
W
)

問
題
を
取
り
上
げ
る
機
能

(
4
Z
E
E円宅
m
P
R
Eロ
)
、
政
府
に

よ
っ
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
、

(

V

)

世
論
形
成
機
能

(
4
Z
8
E
g
'
S
S
E
-昌
司
E
E
S
)
、
公
開
討

議
の
中
央
ア
リ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
、

(・

3
予
見
機
能

(
3
m
a
E佐
々

P
5
5ロ
)
、
問
題
が
先
鋭
化
す
る
前
に

将
来
の
問
題
を
予
見
す
る
こ
と
、

北j去56(1 .360)360 

(
市
)
国
」
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
(
富
。
2
8口
口
問
診
白
色
町
〈
己

O司
B
O
E
O内
号
町

田
』
)
、
が
定
め
ら
れ
、
議
会
も
市
民
も
、
議
会
が

(
i
)
及
び
(
日
)
を

最
善
に
機
能
さ
せ
て
き
た
と
の
合
意
は
あ
る
が
、
議
員
は
(

1

)

と
(

U

)

が
最
も
重
要
と
認
識
し
て
い
る
が
、
市
民
は
(
・

5
と
(

l

)

が
最
も
重

要
と
認
識
と
し
て
お
り
、
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
市
民
は
(
判
)
の

点
に
つ
い
て
議
会
の
活
動
は
十
分
で
な
い
と
捉
え
て
い
る
。
議
会
と
し
て

は
、
議
長
や
政
党
代
表
を
委
員
と
す
る
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
う
し
た
市

民
社
会
の
要
求
に
応
え
る
べ
く
、
将
来
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
新
た

な
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
今
日
、
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
増
大
し

て
い
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
取
り
上
げ
る
も
の
は
全
体
的
な
事
象
の
ご
く
一

部
で
あ
る
。
我
々
議
会
も
、
目
先
の
事
象
を
取
り
上
げ
、
中
長
期
的
な
議

論
を
行
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
議
会
は
、
決
定
事
項
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
と
評
価
を
行
わ
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
議
会
は
、
政
府
の
決
定
事

項
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
評
価
を
行
う
責
任
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
こ
そ
が
、
将
来
起
こ
り
う
る
問
題
を
予
見

す
る
基
礎
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
我
々
は
、
公
聴
会
や
更
な
る
調

査
を
行
い
、
議
会
の
責
務
を
高
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
、
政
府
に
情

報
を
頼
っ
て
い
た
段
階
か
ら
抜
け
出
し
つ
つ
状
況
に
ま
で
至
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
」
と
。
以
上
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
議
会
の
事
務
総
長
の
報
告



最近の立法過程と問会の役割

の
一
部
で
あ
っ
た
。

私
が
関
心
を
持
っ
た
第
一
は
、
国
会
の
決
定
機
能
の
重
要
性
を
ト
ッ
プ

に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
に
外
交
問
題
を
一
っ
と
り
あ
げ
た

と
し
て
も
、
最
近
で
は
イ
ラ
ク
の
復
興
支
援
の
た
め
の
自
衛
隊
派
遣
を
認

め
る
特
別
措
置
法
改
正
案
が
可
決
成
立
し
た
が
、
国
会
は
、
国
々
杜
会
の

あ
り
方
や
方
向
づ
け
を
ど
う
決
定
し
て
い
く
の
か
責
任
が
あ
る
。
国
会
の

決
定
機
能
は
、
国
民
か
ら
国
会
に
負
託
さ
れ
た
国
政
の
中
で
最
も
重
要
な

役
割
で
あ
り
、
責
任
で
あ
る
。
ま
た
、
正
し
い
決
定
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

歴
史
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
国
会
の
監
視
機

能
は
、
国
会
が
行
政
に
対
し
、
い
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
国
政
調
査
権
の
権
限
の
範
囲
と
限
界
の
問
題
と
し
て
議
論

さ
れ
る
問
題
で
す
。
第
三
に
国
民
代
表
は
、
多
く
の
価
値
を
有
す
る
人
々

の
代
表
と
し
て
、
国
会
が
機
能
し
て
い
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
政
府
で
取

り
上
げ
て
い
な
い
問
題
を
国
会
で
公
に
し
、
し
か
も
、
国
民
の
注
視
す
る

公
開
さ
れ
た
国
会
で
白
熱
し
た
議
論
を
通
じ
て
世
論
が
形
成
さ
れ
る
。
な

お
、
国
会
の
こ
れ
ら
の
機
能
、
役
割
は
、
複
合
的
・
重
畳
的
に
重
な
っ
て

い
る
。
第
四
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
国
会
の
決
定
機
能
や
政
府
監
視
機
能
を
よ

く
果
た
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
予
見
機
能
の
不
足
を
あ
げ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
行
政
国
家
現
象
の
中
で
、
現
在
の
立
法
府
の
問
題
点
と
し
て

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
能
力
の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
考
え

ヲ心。
第
五
は
、
国
会
の
役
割
を
分
析
し
、
議
員
や
市
民
が
国
会
の
役
割
、
機

能
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
、
評
価
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
議
員
と
国
民
の
聞

に
感
じ
方
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
埋
め
て
い
く

の
か
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

(
二
)
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
例
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
議
会
は
、

英
国
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
米
国
を
中
心
に
歴
史
的
、
経
験

的
に
形
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
人
権
を
尊
重
し
、
治
者
と
被
治
者
を

同
じ
と
す
る
国
民
主
権
の
議
会
制
民
主
主
義
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の

議
会
制
民
主
主
義
は
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
世
界
に
拡
が
っ

た
。
勿
論
、
こ
の
議
会
制
民
主
主
義
は
同
時
に
そ
の
国
の
歴
史
や
文
化
、

政
治
意
識
等
と
深
く
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
国
の
「
固
有
な

も
の
」
も
あ
わ
せ
て
研
究
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

我
が
国
は
、
明
治
憲
法
時
代
に
は
、
議
院
内
閣
制
は
憲
法
上
認
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
帝
国
憲
法
成
立
以
前
の
一
八
八

0
年
代
に
は

自
自
民
権
運
動
が
活
発
に
な
り
、
一
八
九

O
年
の
帝
国
憲
法
下
の
第
一
回

帝
国
議
会
か
ら
、
民
党
が
多
数
会
派
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八

九
八
年
に
は
、
初
の
第
一
次
大
隈
政
党
内
閣
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
第
一

次
護
憲
内
閣
、
第
二
次
護
憲
内
閣
が
で
き
、
衆
議
院
に
過
半
数
の
支
持
を

北法56(1・361)361



料

得
た
政
党
か
ら
、
首
相
が
選
ば
れ
、
政
党
内
閣
が
組
織
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
九
三

0
年
代
に
な
り
、
世
界
不
況
と
な
り
、
日
本
の
経
済
も
壊
滅
的
な

状
態
と
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
軍
部
の
力
が
強
く
な
り
、
五
・
一
五
事
件
、

一
一
・
二
六
事
件
を
経
て
、
政
党
政
治
は
終
罵
を
迎
え
、
不
幸
に
も
戦
争
と

な
り
、
敗
戦
と
な
っ
た
。
政
党
政
治
の
崩
壊
と
と
も
に
国
会
が
形
骸
化
し
、

国
会
が
十
分
機
能
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

戦
後
は
、
民
主
主
義
改
革
が
実
行
さ
れ
、
日
本
国
憲
法
が
成
立
し
、
主

権
在
民
、
平
和
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
本
理
念
と
し
た
。
政
党

の
復
活
が
認
め
ら
れ
、
議
院
内
閣
制
も
憲
法
が
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

議
院
内
閣
制
度
は
、
内
閣
の
組
織
と
存
続
を
国
会
の
信
任
に
基
礎
を
置
く

も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
衆
議
院
で
過
半
数
の
支
持
を
も
っ
政
党

を
基
礎
に
内
閣
が
つ
く
ら
れ
る
。
政
党
に
よ
っ
て
内
閣
が
つ
く
ら
れ
る
の

で
、
政
党
内
閣
制
度
で
も
あ
る
。

我
が
国
の
戦
後
の
政
治
史
は
、
米
軍
の
占
領
時
代
、
平
和
条
約
の
独
立

後
、
自
社
二
大
政
党
時
代
、
中
道
政
党
の
登
場
、
保
革
伯
仲
時
代
、
非
自

民
政
権
の
誕
生
、
自
公
の
連
立
政
権
と
続
い
て
い
る
。
国
際
政
治
は
、
東

西
冷
戦
構
造
、
ソ
連
の
崩
壊
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
と
ド
イ
ツ
の
統
一

な
ど
冷
戦
終
結
、
テ
ロ
と
の
戦
い
、
イ
ラ
ク
、
北
朝
鮮
問
題
な
ど
大
き
く

動
い
て
き
た
。
こ
う
し
た
国
際
情
勢
の
中
、
政
治
、
経
済
な
ど
、
世
界
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
日
本
の
役
割
、
責
任
は
、
今
後
、
益
々
大
き
く
な

資

る
で
あ
ろ
う
。

;Jti去56(1・362)362

政
治
は
、
外
交
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
世
界
の
急
激
な
変

化
に
対
応
し
た
速
さ
の
あ
る
政
策
決
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
政
治
が
積

極
的
に
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
政
治
の
役
割
で
あ
り
責
任
で
あ
る
。
こ
う

し
た
中
、
政
党
の
役
割
は
大
き
い
。
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
政
党
の

(
l
)
 

政
策
能
力
の
強
化
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
政
策

を
十
二
分
に
議
論
を
し
て
、
正
し
い
結
論
を
出
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

昨
年
の
衆
院
選
か
ら
、
各
政
党
が
政
権
を
と
れ
ば
、
ど
う
い
う
政
策
を
実

現
す
る
の
か
、
そ
の
目
標
、
手
順
、
時
期
、
財
源
等
を
明
示
し
た
マ
ニ
フ
エ

ス
ト
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
政
党
が
国
民
に
選
挙
の
争
点
と
し

て
提
示
し
、
国
民
と
の
約
束
を
実
現
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
は
意
義

あ
る
こ
と
と
考
え
る
。

政
党
が
政
権
を
担
、
つ
た
め
に
は
、
政
策
が
国
民
の
支
持
を
幅
広
く
得
ら

れ
る
よ
う
な
国
民
政
党
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
政
策
を
実
現
で
き
る
責
任

政
党
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

議
院
内
閣
制
度
は
、
過
半
数
の
支
持
を
得
た
政
党
を
基
礎
に
す
る
政
権

で
あ
る
か
ら
、
政
権
を
維
持
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
政
策
を
遂
行
す
る

た
め
に
国
会
に
お
け
る
党
議
拘
束
は
、
必
要
で
あ
る
。
問
題
は
、
平
成
一

三
年
一
一
月
に
綿
貫
民
輔
衆
議
院
議
長
の
諮
問
機
関
の
「
衆
議
院
改
革
に

関
す
る
調
査
会
」
の
答
申
に
あ
る
よ
う
に
「
実
質
的
な
議
論
や
利
害
調
整



は
、
い
わ
ゆ
る
政
党
の
部
会
な
ど
に
お
け
る
事
前
審
査
、
政
府
と
与
党
の

調
整
、
政
府
と
業
界
と
の
調
整
と
い
う
、
一
般
国
民
の
日
に
届
き
に
く
い

所
で
行
わ
れ
て
い
る
o
」
こ
と
か
ら
、
国
会
が
「
議
論
を
重
ね
た
上
で
最

終
的
な
意
思
決
定
を
行
え
る
よ
う
に
国
会
審
議
の
在
り
方
を
改
善
す
べ
き

で
あ
る
。
」
し
、
「
国
会
の
審
議
を
活
性
化
し
、
実
質
化
さ
せ
、
国
民
の
前

に
オ
ー
プ
ン
の
形
で
、
議
論
し
、
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
の

で
あ
る
。

(
1
)
二
O
O
四

支
援
」

四
.
二
五
毎
日
、
和
田
龍
幸
「
政
策
本
位
で
政
党

最近の立法過程と国会の役割

(
三
)
こ
れ
か
ら
は
、
国
会
の
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
、
重
要
と
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
「
立
法
の
機
能
の
拡
大
と
国
会
の
活
性

化
」
は
よ
く
い
わ
れ
る
テ

l
マ
で
あ
る
。
私
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
議
会
の

役
割
で
述
べ
た
、
開
口
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
除
い
た
、
六
つ
の
役
割
・
機

能
、
即
ち
①
決
定
機
能
、
②
政
府
の
監
視
機
能
、
③
代
表
機
能
、
④
問
題

を
取
上
る
機
能
、
⑤
意
見
形
成
機
能
、
@
予
見
機
能
に
つ
い
て
日
本
の
国

会
で
も
当
て
は
ま
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
機
能
や
役
割
を
充
実
、
強
化
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

決
定
機
能
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
議
会
に
よ
る
政
治
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
政
党
に
よ
る
政
治
」
で
あ
る
。
決
定
機
能
は
、
「
国
会
は
国
権

の
最
高
機
関
で
あ
り
、
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
趣
旨
か
ら
、
決
定
機
能
の

対
象
は
で
き
る
だ
け
広
く
し
、
国
会
の
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
国
会
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
「
多
数
決
原
理
と
少
数
意
見

の
尊
重
」
は
重
要
な
原
別
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
採
決
で
決
定
さ
れ
る
と

し
て
も
で
き
る
限
り
十
分
な
話
し
合
い
に
よ
り
共
通
の
妥
協
点
を
探
る
べ

き
で
あ
る
し
、
少
数
者
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
「
衆

議
院
改
革
に
関
す
る
調
査
会
」
の
答
申
に
あ
る
よ
う
に
「
民
主
主
義
政
治

は
議
会
を
通
じ
て
、
如
何
に
社
会
的
に
認
知
を
得
る
か
、
そ
う
い
う
努
力

の
過
程
を
経
て
、
初
め
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
よ
。

国
会
の
決
定
機
能
に
関
し
て
最
近
の
議
員
提
出
法
案
の
増
加
は
国
会
の

機
能
強
化
の
点
か
ら
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

政
府
の
監
視
機
能
は
、
国
会
は
政
府
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
機
関
と

し
て
、
委
員
会
を
中
心
と
し
て
国
政
調
査
権
が
行
使
さ
れ
、
大
臣
、
副
大

臣
、
政
務
官
及
び
政
府
参
考
人
に
対
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
る
。
必
要
に
応

(
1
)
 

じ
て
委
員
派
遣
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
議
員
は
内
閣
へ
の
質
問
制
度
な
ど

を
利
用
し
て
政
府
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
質
問
件

数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
の
が
数
字
に
表
れ
て
い
る
。
衆
議
院
の
数

字
で
あ
る
が
、
平
成
八
年
か
ら
平
成
一
一
一
年
ま
で
が
一
常
会
あ
た
り
平
均

四
八
件
で
あ
っ
た
の
が
、
平
成
一
三
年
か
ら
平
成
一
六
年
ま
で
の
一
常
会
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ギヰ

あ
た
り
平
均
一
七
二
件
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
一
一
一
年
の
第
一
四
七
回
国

会
(
常
会
)
は
四
O
件
で
あ
っ
た
が
平
成
一
六
年
の
第
一
五
九
回
国
会
(
常

会
)
は
二
O
一
件
と
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。
質
問
件
数
は
別
表
ご
六
)

に
掲
載
す
る
。
ま
た
、
政
府
を
追
及
す
る
場
と
し
て
、
特
に
予
算
委
員
会

の
質
疑
は
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
国
会
審
議
の
活
性
化
及
び
政
治
主

(2) 

導
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
平
成
一

二
年
一
月
の
第
一
四
七
回
国
会
か
ら
新
た
に
衆
参
両
院
に
常
任
委
員
会
と

し
て
国
家
基
本
政
策
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
ク

ェ
ス
チ
ョ
ン
タ
イ
ム
」
を
参
考
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
両
院
の
合
同
審

査
会
で
、
内
閣
総
理
大
臣
と
野
党
の
党
首
が
一
対
一
の
党
首
討
論
を
通
じ

て
「
国
家
の
基
本
政
策
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
を
設
け

た
も
の
で
あ
る
。

資

代
表
機
能
は
、
「
両
議
院
は
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」

に
よ
り
立
法
活
動
が
行
わ
れ
る
が
、
「
議
会
に
よ
る
政
治
」
は
、
「
国
民
に

よ
る
政
治
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
国
民
の
意
思
」
と
一
致
す
る
の
が

理
想
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
議
員
は
国
民
の
意
思
が
何
で
あ
る
か
に
絶
え

ず
最
大
限
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
代
表
機
能
が
機
能
す

る
た
め
に
、
国
民
各
層
の
意
見
が
政
治
に
反
映
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
観
点
か
ら
、
国
民
の
政
治
へ
の
主
体
的
、
積
極
的
な
参
加
が
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
選
挙
の
投
票
率
の
低
さ
は
議
会
制
民
主
主
義
を
危
う
く
す
る
。

ま
た
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
た
め
に
、
女
性
の
政
治
へ
の
積
極

的
参
/
加
が
要
請
さ
れ
る
。
女
性
議
員
の
増
加
を
期
待
し
た
い
二
一
O
O
四

年
六
月
一
一
一
二
日
の
讃
貰
新
聞
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
「
投
票
率
を
あ
げ
る

た
め
に
は
何
が
必
要
か
」
の
質
問
に
対
し
、
「
政
党
や
政
治
家
が
国
民
の

政
治
へ
の
信
頼
感
を
高
め
る
」
(
六
O
%
)
、
「
政
党
や
政
治
家
が
選
挙
の

争
点
を
国
民
に
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
(
四
一
%
)
、
「
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
投

票
で
き
る
場
所
を
増
や
す
」
(
三
O
%
)
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て

自
宅
や
職
場
で
投
票
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」
(
二
一
O
%
)
と
の
回
答
を
あ

げ
て
い
た
が
興
味
深
い
。
一
票
の
格
差
の
問
題
な
ど
、
そ
の
他
、
代
表
機

能
に
関
し
て
国
会
と
国
民
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
な
い
よ
う
に
、
絶
え
ず
、

日
々
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問

題
は
深
刻
な
政
治
不
信
を
招
き
、
議
会
制
民
主
主
義
を
危
機
に
陥
れ
て
い

る
。
こ
の
危
機
感
か
ら
「
衆
議
院
改
革
に
関
す
る
調
査
会
」
は
「
政
治
倫

理
の
確
立
」
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

政
府
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
問
題
を
取
り
上
げ
る
機
能
は
、
委
員
会
で
、

政
府
に
対
し
て
、
問
題
を
取
り
上
げ
て
要
望
す
る
方
法
も
あ
る
し
、
政
府

の
対
応
に
つ
い
て
追
及
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
国
政
調
査
案
件
の
中
で
、

と
り
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
請
願
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
北
朝
鮮
の
貨
物
船
の
入
港
禁
止
法
案
の
よ
う
に
、
法
律
案
の
形
で

と
り
あ
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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最近の立法過程と国会の役割

意
見
形
成
機
能
は
、
国
会
は
、
「
言
論
の
府
」
と
し
て
与
野
党
が
丁
々

発
止
す
る
議
論
す
る
様
は
、
多
様
な
意
見
が
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
、
緊

張
の
中
に
も
、
与
野
党
の
中
に
合
意
が
形
成
さ
れ
て
く
る
し
、
ま
た
、
国

民
も
そ
の
真
剣
な
議
論
の
中
に
、
何
が
正
し
い
か
を
汲
み
取
る
の
で
あ
り
、

世
論
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
衆
議
院
は
、
国
会
の
活
動
を
あ
り
の
ま

ま
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
議
院
運
営
委
員
会
国
会
審
議
テ
レ
ビ
中
継

に
関
す
る
小
委
員
会
が
決
定
し
た
方
針
に
基
づ
き
、
第
一
二

O
岡
田
会
、

平
成
=
一
年
一
月
三

O
日
以
降
、
本
会
議
及
び
委
員
会
等
を
議
院
の
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
国
会
内
、
中
央
行
政
官
庁
、
政
党
本
部
な
ど
に
中
継

す
る
と
と
も
に
、
本
院
と
契
約
し
た
放
送
事
業
者
及
び
通
信
事
業
者
に
無

償
で
配
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
四
五
回
国
会
の
平
成
一
一
年
一
月
一

(3) 

九
日
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
中
継
を
し
て
い
る
。
現
在
で
は
ビ
デ

オ
・
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
で
も
放
送
し
て
い
る
。
参
議
院
も
同
様
に
国
会
審
議

を
放
送
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
衆
参
図
で
共
同
開
発
し
た
第
一
回
国
会
以

降
の
全
て
の
本
会
議
及
、
び
委
員
会
の
会
議
録
は
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ

ム
と
し
て
平
成
一

O
年
八
月
か
ら
試
行
し
、
平
成
一
一
一
一
年
三
月
か
ら
本
格

的
運
用
と
な
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は

国
会
と
国
民
の
間
を
い
か
に
近
づ
け
る
か
国
会
側
の
努
力
の
一
環
で
あ
る
。

予
見
機
能
は
、
将
来
、
問
題
と
な
る
こ
と
を
予
見
し
、
そ
れ
に
深
刻
な

問
題
と
な
る
前
に
解
決
策
を
見
出
し
、
対
策
を
提
言
す
る
能
力
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
こ
れ
か
ら
は
強
く
求
め
ら
れ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
一
種
の
予
防
的
、
危
機
管
理
機
能
で
あ
ろ
う
。
現
実
の

政
治
は
厳
し
く
直
面
し
て
い
る
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
で
余
裕
が
生
ま
れ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
期
的
な
視
点
を
も
っ
た
ビ
ジ
ョ
ン
は
絶
対

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
国
会
の
課
題
と
し
て
も
そ
の
様
な
能
力
を
育

て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

国
会
が
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
、
立
法
機
能
を
高
め
、
行
政
に
対
す

る
監
視
を
強
め
て
い
く
と
と
も
に
、
国
会
が
政
策
を
提
言
で
き
る
能
力
を

高
め
て
い
く
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の
国
会
の
役
割
と
責

任
は
益
々
重
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
1
)
「
質
問
は
内
閣
に
対
し
事
実
又
は
内
閣
の
所
見
を
た
だ
す
も
の
で
、

議
員
が
議
題
と
は
関
係
な
く
国
政
一
般
に
つ
い
て
な
す
も
の
で
、

本
来
文
書
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
に
は
議
院

の
議
決
に
よ
り
口
頭
で
な
す
こ
と
も
で
き
る
」
(
鈴
木
隆
夫
、
国
会

の
運
営
の
理
論
主
∞
申
)
。

国
会
法
第
七
四
条
「
①
各
議
院
の
議
員
が
、
内
閣
に
質
問
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
の
承
認
を
要
す
る
。

②
質
問
は
、
簡
明
な
主
意
書
を
作
り
、
こ
れ
を
議
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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③
議
長
の
承
認
し
な
か
っ
た
質
問
に
つ
い
て
、
そ
の
議
員
か
ら

異
議
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
、

議
院
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
議
長
又
は
議
院
の
承
認
し
な
か
っ
た
質
問
は
、
そ
の
議
員
か

ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の
主
意
書
を
会
議
録
に

掲
載
す
る
。
」

国
会
法
第
七
五
条
「
①
議
長
又
は
議
院
の
承
認
し
た
質
問
に
つ

い
て
は
、
議
長
が
そ
の
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
す
る
。

②
内
閑
は
、
質
問
主
意
書
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
に

答
弁
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
期
間
内
に
答
弁
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
答
弁
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
限
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
」

国
会
法
第
七
六
条
「
質
問
が
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
議
院

の
議
決
に
よ
り
口
頭
で
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
2
)
国
会
審
議
活
性
化
法
は
第
一
条
で
「
こ
の
法
律
は
、
国
会
に
お

け
る
審
議
を
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る

政
治
主
導
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
た
め
、
国
家
基
本

政
策
委
員
会
の
設
置
及
び
政
府
委
員
制
度
の
廃
止
並
び
に
副
大
臣

等
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」

(3)
平
成
一
五
年
版
衆
議
院
先
例
集
四
五
三
備
考

資

(
注
)
本
稿
は
、
平
成
十
六
年
八
月
十
九
日
の
報
告
に
一
部
訂
正
の
上
、

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

表

衆議院議員総選挙における投票率の推移

参議院議員通常選挙における投票率の推移

女性議員数の変遷(衆議院)

女性議員数の変遷(参議院)

第160回国会(臨時会)の各派議席数

衆議院議員の任期調

両院の選挙後の召集日における会派別議員数と内閣の存続期間一覧表

衆議院の議長及び副議長の選挙一覧表

常任委員会の名称、委員数、所管事項、国政調査案件(衆議院)

常任委員の割当表(衆議院)

平成16年度予算の審査経過一覧

平成16年度常会(第159回国会)の議案経過一覧

常会における提出法律案件数

常会における本会議の審議回数、審議時間(衆議院)

常会における委員会の審議回数、審議時間(衆議院)

質問件数(衆議院)
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弗聖書義院言義員総選挙における投票率の推移

一←投票率の推移
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(注1)第1聞から第22固までは帝密議会の衆議院議員の総選挙、第23回は新癒法の施行に伴い新しい国会を組織するための衆議院盟主員の総選挙、第24回以降は日本国憲法

の定める国会の染織院議員の総選挙である。

(注2)第41回は小選挙区選挙59.65%、比例代表選挙59.62%。第42回は小選挙区選挙62.49%、比例代表選挙62.45%。第43回は小選挙区59.86%、比例代袋選挙59.81%



参議院議員通常選挙における投票率の推移
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(注)本袋中は、第1回から第 12回までの全国区、第 13回以降の比例代表の数字である.第l回からm12回までの地方区、第 13泊以降の選挙区の数字は先述の数字との差

が非常に小さいため掲殺していない。
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女性議員数の変遷(参議院)
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最近の立法過程と国会の役割

両院の会派別所属議員数{第160四国会)

衆議院

会派名 (平成 16.7.30)現在

自由民主党 249 (9) 

民主党・無所属クラ 178 (16) 

プ

公明党 34 (4) 

日本共産党 9 (2) 

社会民主党・市民連 6 (3) 

合

無所属 4※ 

合計 480 (34) 

衆議院議員の任期

北法56(1・371)371

参議院

会派名 (平成 16.8.1)現在

自由民主党 114 (11) 

民主党・新緑風会 83(11) 

公明党 24 (5) 

日本共産党 9 (3) 

社会民主党・護憲連 5 (1) 

合

各派に属しない議員 7 (2)※ 

合計 242 (33) 

備考( )は女性議員数で内数

※は議長、副議長を含む
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欠

。
酬
い
川

崎

品

目

3
引

第

(

初

u

0

6

2

i

 

6

5

l

a

 3
明
叶
百
曲
目

95 
48 

岡本栓金鉱晴箇盟書II左)1 43 
26 

16 

10 

冒本低金r.UII"':f!!I!lU (省}

改進党

無所属クラブ

純無所属クラブ

各派に民しない盟且

肘1250
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最近の立法過程と国会の役割

lI!27回総選挙 第四回{符} 第2!l<細山 日本民主覚 18' 
0.2.27 30.3.18 (30.3.19- 自由党 "' 30.1L 22) 日本社会党{左) 89 

t民】 日本社会堂(右} 67 
，)、会派クラブ 11 

無所属 l 

齢 .67

第四回〈竃} 第3次鳩山 自由民主党 299 

30.11.22 (30.11.22-- 日本社会量 15. 

31.12.23) d、会派クラブ 8 

(.~\ 無所侃 3 第4画通常習担当隣 !1125回(繭} sIO民主党
欠員 3 1131. 7.8 31.11.12 日本社会党 81 

断 '67 緑風会 29 

第四国 石‘ a由民主覚 四9 無所.クラブ 8 

31. 12.20 (31.12.23- 日本社会覚 151 第十七鐙a: 4 

32.2.25) 小会派クヲプ 8 日本共liilt 2 

{自民〉 無所属 2 '"員 2 

欠員 T tll250 

'十 .67
第l次岸 自由民主党 299 

(32.2.25-- 日本社会党 161 

33.6.12) ，)、会派クヲプ 8 

{由民〉 無所属 2 

欠員 7 

新生明

E28回?挙 第四国(衿} !112!l<岸 自由民主党 29. 

33.6.10 (33.6.12- 何本社会覚 167 

35.7.19) 小会派クラブ 2 
【由民} '十 467~'回戸選挙 第32回{臨} 自陶民主党 135 

第35困{臨) 第l次抽周 自白民主党 286 34.6.22 同本社会党 54 

35.1.18 (35.7.19 ...... 日本社会党 123 無所属クラブ 14 

35.12.8) 民主社会党 命。 緑風会 11 

(自民} 無所属 3 日本共産担 3 

欠貝 16 第十七俸重 2 

併柑7 欠員 l 

院四回総遁単 第37回(終) 第2!l<植田 自由民主党 300 冊目。

11.20 35.12.5 (35.12.8-- 日本社会党 146 

38.12.9) 民主社会党 17 
，.，則 日本共産党 3 

無所鳳 2 第6回通曾湿撤 !1141回(箇) 自由民主党 143 

軒 .67 1.7.1 37.8.4 円本社会党 66 

官咽?挙
第"田〈特} 第3'/<地図 自由民主党 294 公明会 16 

38.12.4 (38.12.9 ...... 日本社会党 14' 民主役会覚 11 

39‘11.9) 民主社会賞 " 
第二Rタラプ 11 

(I'J ~J 日本共i!f茸 5 日本業員笹覚 4 

5E荷風 2 260 

fH 461 第7囲通常適当事 !II.9回(臨) 自陶民主党 141 

第47回{偏) 第1'1<佐藤 自由民主党 2.7 40.7.4 40.7.22 日本社会党 73 

39‘11.9 (39.11.9- 日本社会錐 144 公明党 20 

42.2.17) 民主社会党 23 民主役会党 7 

(自民} 日本共lii茸 4 日本共iIli.党 4 

無所鳳 l 第二院クラブ 4 

失負 ち 各柿に'‘しないll" 3 

針 467 野 250

E31回総選挙 第"回〈特} 第2'1<依. 自由民主党 2.0 

L29 42.2.15 (42.2口~ 日本社会茸 141 

45.1.14) 民主役会党 30 

t自民} 公明党 25 第8回通常適当医 第四回{臨) 自府民主党 137 

日本共産茸 5 1J43. 1. 7. 438.1 日本社会党 " 
無所属 5 公明党 2令

4" 民主役会党 10 

第四回総遁挙 9梅田回{特) 第311:1主掛 自由民主党 300 日本共産党 7 

4.12.27 45.1.14 (45.1. 1( ...... 日本社会掌 90 第二院クラブ 4 

-47.7，'n 公明党 " 
令孫に民し危い鎗員 s 

I自民} 民社世 32 断 250

日本共麗量 ME9囲制蝉 lI!師回(趨] 自由民主党 137 

無所属 31146.6.27 "6.7.14 日本社会党 65 

針 4" 公明覚 23 

;11'9回(随) 第111:問中 自由民主舞 297 民社党 13 

47.7，6 (47.1.7- R本社会党 88 日本共産党 10 

47.12.22) 公明党 47 第二院クヲプ 3 

f自民} 民社党 29 各派に民しない漉員

岡本共産J!. 14 252 

北法560・373)373



資料

無所鳳 3 

欠員 13 
計 491

第33回総選挙 第11回(特) 第2次問中 自白民主党 284 

7.12.10 47.12.22 (47.12.22 ..... R本社会党 118 

49冒12.9) 向本共産党・草紙共同 39 

([1ft) 公明党 29 

~社党 20 

無所属 l 

計 .91
第74回(庖} 三木 自由民主党 219 出10回通常渇準 !1173回(陪) 自陶民主党 121 
49.12.9 (49.12.9- 同本社会党 118 7.7 49.1.24 岡本社会党 62 

51.12.24) 島本共産党・革新共同 39 公明党 24 11 
t由民1 公明覚 30 日本共産党 20 

民社党 20 民社党 10 
無所属 1 第二院タヲプ 4 
欠員 4 各派に鳳しない揖貝 5 

ItLill 軒 25211

RM闘?選挙 !1119田(庖} 幅悶 a由良主党 260 

51.12.24 (61.12.24- 岡本社会党 123 
53.12.7) 公明党・国民会圃 56 

11 〈由民} 民社党 29 

日本共産党・ 2事新共同 19 悌11回通常渇場 第81回(臨} 自自民主党ー自白国民 1251! 
会蟻

草野自由クラブ 18 1152.7.10 52.1.27 日本社会党 66 
無所属 5 公明党 28 

欠員 1 日本鈴鹿覚 16 ，n 511 畏役l!; 11 
F梅田園(臨} !l!I!1<大平 a由民主党 252 !II二院クラブ E 

53.12.6 (63.12.7- R本社会党 118 新自由クヲプ 5 
54.11.9) 公明党・国民会薗 66 各派に鳳しない薗貝 3 
t自民】 民社党 21 欠員 3 

日本共属産量・革新共同 19 It 252 
鶴自肉クラブ 17 

無党派クヲプ 3 

社会民主連合 3 

無所属 4 

欠員 12 
It 511 

第35回総選挙 第四回(特} 第2次大平
B'"民主党・自由国民会

258 
指

4.10.7 54.10.30 (54.11.9- 同本社会党 107 
6Ei.7.t7) 公明党・国民会睡 58 
l自民1 岡本共産党・革新共同 41 

民社党国民連合 36 

続自由クラブ 4 

社会民主連合 2 

無所属 5 
軒 511

!1136回総遁挙 第四回(特) 鈴木 自由民主党 287 第四回通常温拳 第92回(特}
自由民主党・自由由民

136 
会.

55.6.22 55.7.17 (55.7.17- 日本社会党 107 55.6.22 56.7.11 日本を士会党 41 

57.lJ.27) 公明党国際会掴 " 
公明党・国民会轟 21 

【也民3 民社党・国民連合 33 岡本共足首覚 12 

R 本共産党 29 民社党国民連合 12 

続自由クラブ 12 新政クラブ 7 

社会民主連合 3 第二院クラプ 4 

lil所属 6 各派に鳳しない讃貝 6 

軒6JI 失負

第91回{抱) 第l次中値級 自肉民主党 281 ttl252 

57.11.26 (57.11.27- 臼本社会覚田纏愈共同 104 

68.12.27) 公明党国民会様 34 
1.昆} 民社党・国民連合 31 

自本共産党 29 

街自由クラブ白民主連合 日

無所属 7 

欠員 6 場J3回通鯵選挙 第四回{臨)
自由民主党 自陶国民

136 
会S眠

置十 6JI 8.6.26 58.7.18 日本社会党 43 
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最近の立法過程と国会の役割

院37回総選挙 第101回{特) 第2J!j(中9・様 自自民主世 S冊目自国民 261 公明世・国民会構 27 
連合

8.12.18 58.12.26 (58.12.27- 岡本社会党.11憲共悶 Il3 日本3駐車党 14 

日1.1.22) 公明党国民会鼠 69 民社党・国民連合 13 

{自R 車両自由h 民社覚・届民運合 '9 
参種目め会 10 

日本共穫量・第新共同 27 衝自由クラプ民主連合 4 

社会民主連合 3 各派に属しない織員 2 

無所属 3 欠員 3 

計 611 ttl 252 

|防38回閥単 第106田(特) 第3J!j(中111筏 自陶民主党・新~'"国民 310陣14回通常温挙 貿信106回 {特) 自肉民主党・自由国民 143 
連合 会2・

1.1.6 暗1.7.22 (61.7.22 ...... 日本社会党・健筆共同 88 1161.1.6 61.1.22 宿本社会党 40 

62.11.6) 公明党・国民会織 67 公明党国民会編 26 

{由民覇自由】 民経覚田民主連合 28 日本共産党 16 

日本共産党・革新共同 27 民栓j! 国民連合 12 

無所属 2 新政グラブ 4 

許 512 二院クラプ・窓続共闘 3 

第110回(臨} 竹下 自由民主党 302 サラ!J-vン新党 3 

62.11.6 (62.11.6- 日本社会量.11倉共同 87 各派に鼠しない踏貝 5 

平元 6.3) 公明党・国民会踊 57 欠員 1 

f自民h 民社党・民主遮合 29 軒 262

日本共産党 1属新共同 27 
無所属 s 
欠員 6 

計 511

第114回 字!lt 自衛民主党 298 

63.12.30 (lI'元 6.3- 日本社会党 .1・.共同 85 

平.元日， 10) 公明覚由民会圃 " (由民} 民社党民主連合 29 
日本共産党 革新共同 27 

無所属 6 

矢且 II 
計 5121陣第I5回通常選挙 第116由(信} 自由民主党 109 

第115由(諸) 第i次海育事 自陶民主党 296 元.7，23 元 8.7 日本社会党田霞憲共同 72 

平元 8.7
(平元日 10

日本社会党・聾愈共同 85 公明覚国民会蟻 21 

2.2.28) 公明党国民会畠 66 日本共盛党 14 

(由理) 民社党・民主連合 28 連合..院 12 

a本共産党・司区新共同 27 
民社党・スポ-7・固

10 
民連合

無所風 7 2'院クラブ 5 

欠員 I5 差是金覚平和の会 4 

計 512 各派に腐しない畿員 5 

第四回総選挙 第118回{特} 第2J!j(海部 自由民主党 286 針 262

平 2.2.18 2.2.27 (2.2.28- 日本後会党・ 2・憲共同 140 

3.11.6) 公明党国民会瞳 46 
{自民} 日本共産党 16 

民社党 14 
進歩民主連合 5 

無所属 5 
掛 512

第l2Z日(臨} 宮厚 自由民主党 279 

3.11.5 (3.11.5- 日本社会党 .11.;;同 139 
5.8.9) 公明党・由民会雌 46 第16園通，首選挙 第125回(抱} 自由民主党 106 

(自民} 日本共産党 16 7.26 4.8.1 日本社会党・ 2・憲共同 73 

民社宜 14 公明党国民会隠 24 

進歩民主連合 5 
民社党，スポーツ・固

12 
民連合

無所属 4 日本共産党 11 

欠員 9 連合参3・院 11 

'ト 512 二院クラブ 5 

第40回総選単 第127回(符} 細川
自荷民主党・自由国民会

228 日本新党 4 
訓民

5.1.18 5.8.5 (5.8.9-
日本社会党鰻憲民主導

77 各派に属しない議員 6 
合

6.4.28) 新生党改箪連合 60 肝 262

f仕金偏重 公明党 52 

公明目輯' さきがけ日本新党 52 
民仕事.. 民社党 19 

社民量 E革連立} 日本共猛党 15 

無所属 8 

1t151l 
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資料

第129回 羽岡
自由民主党・自由国民会

222 

a・
6.1.31 (6.4.28 ....... 

H本栓会党， 111俊民主連
74 

合

6.6.30) 衛生党回改革連合 61 
，，，.軒{厨生ー さきがけ日本街党 " 最草ー民社・ 公明党 52 
自由."革同金} 民社党・新党クラプ 19 
公明)) 日本共産党 16 

改革の会 E 

無所属 8 

計 511
第13'回(傭} 村山 自白民主党 200 

6.7.18 (&.6.30- 改新 126 

8.1.11) 
日本社会党・纏憲民主連

" 合
{怯...剖 公明党 " 新党さきがけ 21 

岡本共産党 16 第11回通常選単 第133回{臨}
自由民主党・自由国民

111 
会量

高志会 6 117.7，23 7.8.4 平成金 68 

新党・みらい 6 
日本社会党・霞憲民主

39 
連合

無所. 10 日本兵庫覧 " 欠員 2 新織風会 s 
軒 'll 二院クラプ 4 

第136田(陪) !l!1J'<1I本 自由民主党・自由違合 209 新党さきがけ 3 

8.1.11 (8.I.U- 続進党 110 平和市民 211 

8.11.7) 
日本社会党鹿憲民主連

63 各掃に織しない績員 6 
合

I昏ー祉書} 新党さきがけ 22 Itl252 

岡本共盛党 15 
民主の会 6 
民主新覚クラプ 3 
続社会党・平和連合 2 

無所属 7 
欠員 14 

511 

第41回総司B挙 第1盟国{特) 第211:績ヨド 自由民主党 239 

10.20 札 11.7 (8.11.7- 新進党 153 
10.7.30) 民主党 " 〈自】 日本共産党 26 

社会民主党・市民進合 15 
21世紀 5 

通野党さきがけ 2 
無所属 8 

肘 600

第143回(.， ，)、樹 自由民主党 263 第，.回通常選挙 第143回{薗) 自由民主党 105 

10.7.30 00.7.30 ...... 民主党 92 10.1.12 10.7.30 民主党・新韓昆会 54 

12.4.S) 平和・改寧 41 公明 24 

t白〉 自陶党 40 日本共産党 23 

L 岡本共産世 26 社会民主党・顕車連合 14 
t自由直立1 社会民主党市民連合 14 自由党 12 

l 無所属の会 5 二院クラプ・自由連合

: 11 1曲目公} Z野党さきがけ 2 新党さきがけ

無所属 9 改革クヲプ 3 

欠員 2 各派に鼠しない織員 10 

111 500 齢 252

車141回 第I次語集 a 鹿島宝章 269 

12.1.20 (12.4.5- 民主党 94 

12.7.4) 公明茸・世革クラブ 4. 
t自・公ー骨】 自由党 39 

岡本共産党 26 

社会民主世・市民連合 14 
無所属の会 2 
無所属 8 

肘 500

郷42困也選挙 第148回{特} 第211:1毎 自由民主党 233 

12.6.25 12.7.4 (12.7.4- 民主党無所属クラブ 129 

13.4.26) 公明党 31 
{畠・公・轟】 自由党 22 

社日本*，民.1主E覚党・市民連合
20 
19 
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最近の立法過程と国会の役割

ー・世 保守党 7 
~ - ーー

無所鳳 19 
針岨O

第!51田 lI!l!k小泉 自尚昆主党 239 

13.1.31 (13.4.26- 民主党・無所鳳クラプ 129 

15.11.19) 公明党 31 第四国通常選挙 lI!I52回 e胸民主宜・保守党
f畠位陣1 BiII!t 22 1113.7.29 13.8.1 民主量・新録且会 6() 

a*共盛量 20 公明量 24 

社会民主党市民連合 19 岡本共直量 20 

保守党 7 社会民主党・.憲連合 8 

"世紀クラプ 4 自歯車 8 

無所属 9 無所属町会 6 

制'" 各棟に民しない植民 5 

lI!叫回I!選権 lI!l回目 郷2次小泉 自陶民主党 '45 齢 '41
15.11.9 15.11.19 05.11.19- 民主党・無所属クラプ 180 '梅田回通常建議 第160困 a陶民主党 ll' 

{圃・公} 公明宜 34 H16. 7. 11 16.1.30 民主党筋線風会 8. 

自本共.宜 9 公明党 24 
社会民主党市民連合 6 日本共産量 9 

グループ改革 g 社会民主党 .車連合 s 
無所属 l 各派に属しない揖員 制

U2 tt 帥
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資料

骨甥Z罰.<λ v'悶'J~唖Z文v，お邑高炉 JO.= 、 当直 町町I得大田車石中宥崎両泡治君君 田園畳遺書《(岳民自)} 巨Eh毎日目 11 … i 園|嗣再軍董 l回li:璽
122.5.21 当濁I世山間崎胴猛盲若活 《(註自J) z 4 287 

126 11 1:I<:'lili'ifat! (~) I lZI 
網島正興君 {島) 7 高責定助君 (島) 7 

!そ白事の他(無効l拍む) 3 そ自耳の他
2 

5 3 

5 24.2.11 当量 栴原喜量郎君 (氏(社自)) 
346 当遷 岩本慣行君 {民自) 342 

米塵櫛亮君 91 前園祭之助君 (社) 93 
恒岡崎茂君 (島新) 10 寺崎量君 (属新} 10 

そ向豆の他(無効lを宮む) 3 |山向亘口喜A一陣君 (民自} 5 

l 3 

10 26.3.13 当選 林陵情君 (自} 230 
世蘇順造君 (国民} 81 

上そ村の他進君 (共) 20 
2 

14 27.8.26 当彊 大野伴睦君 (自) 210 
岡田揖一君 (改) 46 
前回揖之助君 (社) 33 

八白車百底 正君 (社) 29 
l 

15 27.10.2<1 当理 大野伴睦君 (自) 244 岩本情行君 {白} 210 

清瀬一陣君 (改) 89 佐伯宗輔君 (耽} 88 

原彪君 (社{左)) 59 八百lJi JE君 (役 (/i'.)) 59 

冨吉盛二君 (社(右)) 56 井伊融ー君 (仕(右)) 57 

情効 2 その他 2 

自耳障 4 白票 39 

提遺当投選票
岩本佃行君 (自} 226 

|佐向車伯宗轟君 (改} 210 
17 

16 28.5.18 当置 堪康次郎君 (政) 252 山口喜久郎君 {自) 204 Z8. 5. UI 

会谷秀治君 {自) 206 原彪君 {社(左)) 179 副長樋車削崎町副長車!

その他 2 早稲田柳右エ門君 {世) 77 届E覧・・a
白票 2 白票 2 

車彪君 {社{左)) 233 

山白軍口喜久一郎君 (自} 220 
10 

21 29.12.11 当選 松永東 (民) 229 

畠白谷票秀治君 [自) 173 
9 

29.12.15 当選
|本帥多市正道郎君君 {社イ(自正})) 207 

134 

22 30.3.18 当選 畠=谷末秀量情省君量 [f 毘自} 1 271 
当選
|杉宵山島元揖婁惜郎君君

(社[右)) 273 

188 (民 187 

29 33.6.11 当遺 星島郎君 (自民} 278 当選 植捕一郎君 {自民) 285 

加趨勘+君 (社) 163 正木清君 (社} 164 

そ白の頭他(需効1含む) 3 白票 2 

1 
31 33.12.13 当選 加蕗匝五郎君 (自民) 320 当選 正木清君 (社) 280 33.U.13 

そ町他 5 阿野密君 (社) 6 
副長加E・E五郎君副B憂

白票 そ白耳の他(無効l吉む) 10 正木柵君覚錨副院
13 

34 35.1.30 車選 中村高君 (社} 212 35.5.11 

そ白票の他(無効1宮む) 2 
副.豊中村高-"寛蝿鴫艇

7 

35.2咽l 当選 晴湘郎君 (自民) 301 

そ肉ヨのE他
1 B量刑岡一周君主語圃R
3 

37 35.12.7 当¥lI 糟iJ飾君 (構} 282 当選 民保田苗晶君 (社} 375 時.ll. ¥'Z 

その他 5 山口喜A一郎君 (自民} 9 鹿副・""偲国首4告書覚'属

白票 163 師団組貴君 (自民} 4 
その他(揖効5宮む) 11 
白票 54 

3B 36.6.8 当選 原憧一郎君 (自民) 260 
久保田鶴松君 (社) 105 

そ白の票他
l 
2 
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最近の立法過程と国会の役割

45 38.12.7 当選 船田 中君無抽 (自民) 321 当選 {{自社民}} 
221 

そ白の黒他 (.~l古tr) 5 m 
10 z 

51 4Q.12.20 当選 山口喜A 郎君 (自民J 384 当週 圃回亘書 {自民} 255 

川上貫一君 [共} 4 

|そ自の事他 l 山花芳雄君 (社) ua 
5 

53 4.1.l2.3 当面 艦部睡太一薗君君 (自民) 231 

|川白票上買 (J¥') 3 
I 

S6 42.2.11) 当遺 石井生1)<【無晶君効 t自民〉 456 当遺
園主主田正-直Z君 i[自並民〉) 275 

そ時他 i吉trl 8 1蝿
5i 42. i2. 4 当遍 .'、平!A雄君 〔自民〉 221! 

三曙宅甥:iE-j雪 〈社h 17唱
t 

61 44..1.16 当選 極関付千代君 (自民} 301 費量 謹厳衆介君 [自民} 254 
笹口善太郎君 t其] 4 長尾喜三郎君 〈社h 17S 

ll' 白車 4 
l 

63 .5.1. H 岳遭 相関中君 (自民} 45B 当湿 費量摘+郎君 (自民} 29' 
谷口曽太郎君 (集1 14 戸時里子君 【社} 18t 

煙白票車ι l その血(曹効1古trl 2 
t 

68 41.1.29 当理 l棚長田谷第川l一四君師君 ((自社民】} 269 
t58 

" 47.12.:22 当選 中村梅吉君 (0民} 300 当選 量点関大助君 [自民】 問。

谷口曽太白君 (共1 40 堂轟芳夫君 (社) 206 
小檀新世君 (公1 '9 

童白轟票芳夫君 (社) 3 
113 

4fl.S.29 当選 前尾繋ニ郎君 {自民) 277 o.5.:!J 
着目普太郎君 (共! 40 lOl昼前..三・，.....1Di
組白車周知巳君 {社}

141 
79 51.12.24 当選 保事j 茂君 (自民} 503 当週 ー宅正君 〈社} 505 揮回目，.岬)&~. T.2:1 

白票 2 白票 z -正一S-Eg担E保，"t，ftE婁E・ ~I島長三宅
定 ...鹿島

R7 予4..1..1 当違 糧昆弘吉君 t邑!!:l 生誕 51 !" ~ 

(軒目3

2 
.".思弘吉君"u酎

B9 54.10.30 当選 韓昆弘音量 {自民} 503 周囲春夫君 (社) 501 lm5Z4B I a L・劃aS1 iR ・圃4図Ea，思夫Z弘E曹覚. 
そ町他 t無効1官む} z 

92 5Ei.7.11 当選 楢図 君 (自民〉 505 閣田春夫君 (社} ，05 55.7‘l1 

無効 2 その他【需曲2含む} 3 薗』島播困ー君・劃.豊岡由
，責"U膚嵐

101 5.8.12.26 当週 繭永瞳司君 {自民〉 501 瞬間関滑君 t社} ，0包 E畠U:.tl

揖効 3 町.長田情.ーB君.宜m聾z岨-凪E・..扇

102 印l.24 当選 嵐田道文書 (自民} 441 関 lU

‘聾霊園温:i:S1t1l'韓民
10;; 6L 7. 22 当選 原韓三郎君 (自民} 411 多自賀棄1:1.紘君 (社) m 晶1.122-

|抑自J翼制輔 (社) l 21 ..軍櫨三富畠割.長事宵

28 帯高島軍覧-離

1¥4 1酔6.2 当選 肉付元君 〈自民] 4n 安井吉挽君 〈社} .75 LUl 

白票 l ..田村売量 e副.長野井
吉"""蝿瞳』見

ll6 2.2.2. 車違 構内峰雄君 〈自民} 501 村山喜望書 〈社} 5帽 2.2.Z1 

無効 園山長事11内Z量覧雄・貴量卑4町畠長村

l訂 5.&E 当選 土井たか子君 t社h

~~ tr 
.車両兵輔君 [百間 47マ 595 

!l!1If1t産主雪 〔自民1 自軍 29 
.If J: #l'- ftil・干量~...:1 

』原健二師貫 {井) 15 量五嗣".定.. ‘.11. 
自軍 2 

I:IS 8.11. 1 当選 伊藤宗郎君 (自民] 4" 誼郎官三君 {新嘩) 498 8.11.1 

童白票疎恒三君 (新進} l 白票 】 .，.g..宗ー島君，軒.聾

l 障制恒三宮定審畠鹿

148 12.7，4. 当選 脚質民崎重苦 (自民) 286 捷部恒三意 〈需} 297 12.1.4， 

そ台の票他 {軒効1古む} 5 石井一君 {民主} 189 ..  .. 貿易..1:... 
l!l!l 白書民 3 

15$ 15.11.l9 当遺 河野洋平君 (自民) 411 

監忠君

475 15.LL.!I 

無効 2 指動1吉む} ..町野揮牢量，副・.血
町茸凪智史圃圃厩
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資料

衆議院の常任委員会の名称、委員数、所管事項、国政調査案件(衆議院ホームページより)

委員会名 番員数 所管事項 国政調査案件

内閣委員会 30人 1.内閣の所菅に属する事項(安全保障会鏑 1内閣の量要政策に関する事項

の所曹に属する事項を除<.) 2栄典及び公式制度に闘する事項

2宮内庁の所曹に属する事項 s男女共同事商社会由形成町促進に関す

3.公安委員舎の所曹に属する事項 る事項

4他の常任書貝舎の所管に嵐さない内閣 4国民生活の安定及び向上に関する事項

府田所曹に鳳する事項 6.嘗需に閉する事項

総務委員会 40人 1緯読書の所曹に属する事項{文部科学委 1行政権構及びその運営に関する事項

員会.経済産業委員会及び環境番目会の所 2.公務員の制度及び給与並びに恩給に関

管に属する事項を除く.) する事項

2地方公共極体に隠する事項 s地方自治及び地方説院政に闘する事項

3.人事院の所管に属する事項 4情報通信及び電波に関する事項

5郵政本業に関する事項

6消防に関する事項

法務委員会 35人 1法務省の所管に鳳する事項 1.裁判所の司法行政に隠する事項

2裁判所目司法行政に関する事項 2怯務行政及v'検療行政に関する事項

3圏内治安に関する事項

4人権横鰻に関する事項

外務委員会 30人 1外務省の所曹に属する事項 1国陳情勢に関する事項

財務金融委員 40人 1財務省の所曹に属する事項{予軍司書員会 1財政に関する事項

4l; 及び決揮行政監視岳民舎の所曹に属する 2税制に関する事項

事項を除く.) 8関税に関する事項

2金融庁の所管に属する事項 4外国為替に関する事項

5固有財産に関する事項

6たばこ事業及び塩事業に閲する事項

7印刷事業に関する事項

8.造幣事業に関する事項

9金融に闘する事項

10虹券取引に閲する事項
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文部科学委員 40人 1文部科学省の所曹に属する事項 1文部科新T殺の基本政策に関する事項

4zb=z 、 2敏育委員会の所管に属する事項 2生涯学習に闘する事項

s日本学術会踏の所管に属する事項 3掌伎教膏に闘する事項

4科学技術且u'学ヰ曹の優興に関する事項

6科学技術の研究開発に闘する事項

6文化.スポ-')1鑑興及び膏告か年に閲する

事項

厚生労働委員 45人 1厚生労働省の所曹に属する事項 1厚生労働関係の基本施策に関する事項

dzhζ h 2社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福

挫及び人口問題に関する事項

s労使関係、労働基準及び雇用・失業対策

に関する事項

農林水産委員 40人 1轟林水産省の所管に属する事項 1量排水藍関係の基本施策に関する事項

d22L Z 2責特の安定供給に関する事項

3畠林水産業時発患に闘する事項

4.農林揖業者の福祉に関する事項

5.島山穂村の振興に関する事項

経済産業委員 40人 l経梼産業省の所曹に関する著書項 l経緯産業の義本施策に関する事項

~ 2.厚生取引委員舎の所菅に属する事項 2資源エネルギ}及び原子カ安全・保安に

3公害等調整吾員会の所管に属する事項 関する事項

(鉱業等に係る土地利用に闘する事項に 3特併に関する事項

限る.) 4中小企業に関する事項

5私的独占の禁止及び公正取引に閲する

事項

6鉱業と一般公益止の調盤等に関する事

項

国土交通委員 45人 1国土突通省の所曹に属する事項 1国土交通行政の基本施粛に関する事項

~ 2.国土計画、土地及び水膏源に関する事項

3都市計画、建績及び地域盤備に関する事

項

4荷JI(、道路、構湾及び住宅に関する事項

5陸遣、海選、航空及び観光に関する事項

6北海道開発に関する事境

7気量及び海上保安に闘する事項
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資料

環境委員会 30人 1環境省に属する事項 1. 環境保全の基本施策に関する事項

2公害等調整委員会の所菅に属する事項 2. 循環型社会的形成に関する事項

{経靖産業書員会の所管に属する事項を 3 公害の防止に闘する事項

除<，) 4. 自然環境の保慣及び整備に関する事

項

5目 快適環境の創造に関する事項

6. 公害健康被害救済に関する事項

7. 公害紛争の処理に関する事項

安全保障委員 30人 I防衛庁の所曹に属する事項 l、閣の安全保障に関する事項

dZsミh 2安全保障会織の所曹に血する事項

国家基本政策 30人 1.国家の基本政策に関する事項 l国家の基本政策に閲する事項

委員会

予算委員会 50人 l予算 l予揮の実施状況に関する事項

決算行政監視 40人 1決算 1歳入歳出の実況に関する事項

委員会 2予備費支出の最絡に関する事項 2国有財産の増波及び現況に関する事項

3.lI:o革関盤貴金からの歳入への組入れの 3政府関係樋闘の経理に関する事項

最諸に関する事項 4園出資本金を出資している法人の会肝

4国庫債務負担行為総調書 に関する事項

5国有財産増域及び現在額総軒草書並び 5.閣が直接又は問僚に補助金、奨励金、助

に無償貸付状況計事書 成金等を交付し又は貸付金.損失補償等の

6そ町他会併検査院の所曹に属する事項 財政援助を与えているものの会計に闘す

7.会軒検査院が行う検査の結果並びに総 る事項

務省が評価Eぴ監視に関連して行う調査 6行政監視に関する事項

の結果についての調蚕に関する事項

8行政に関する国民からの苦情の処理に

関する事項

9.1から 8までに掲げる事項に係る行政

監視及びこれに基づ〈勧骨に関する事項

議院運営委員 25人 1.11院の運営に関する事項

~ 2国会法及び議員の諸規則に関する事項

3議長の諮問に関する事項

4裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員

会に闘する事項

E国立図書館に関する事項

懲罰委員会 20人 1議員の懲罰に闘する事項

z蟻員の賢格争訟に閲する著書項
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常任委員割当表
平成16年6月3日

¥ 
民主党・ 社会民主

会派 自由民主党 無所属ク 公明党 日本共産党党・市民連 無所属 欠員
ラプ dロL 

所属議員数 249 178 34 9 6 1(2) 。
委員会 員数 現在数 現在数 現在数 現在数 現在教 現在数 現在数

内 関 30 16 11 2 l 。 。 。
総 務 40 20 15 3 。 。
法 務 35 19 13 3 。 。 。 。
外 務 30 15 11 2 I 。 。
財務金融 40 21 15 3 l q G 。
文部科学 40 20 15 3 l 1 。 。
厚生労働 45 23 17 3 。 。
農林水産 40 21 15 2 I 1 。 。
経済産業 40 21 15 3 。 。 。
国土交通 45 24 17 3 1 。 。 。
環 境 30 16 11 2 。 l 。 。
安全保障 30 17 11 2 。 。 。 。
圃家基本敦筒 30 16 11 2 1 。 。 。
予 算 50 25 19 4 l 1 。 。
決事行政監視 40 21 14 3 。 。 2 。
議院運営 25 13 8 2 I 。 。
懲 罰 20 9 8 l 。 。 。 2 

言十 610 317 226 43 12 B 2 2* 

f割 当 610 317 226 43 12 8 2 2本

l 増減調整 。 。 。 。 。 。 。
欠員綱本数は議長'1i¥1)議長(無所属)分を含む。
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平成16年度予算の審査経過

年月日 審議経過

16.1.19(月) -第 169図面会(常会)召集

• 1 6年度総予算、 15年度補正の国会提出

-政府四演説(施政方針、外交、財政、経済演説}

1. 21 (水)~1. 23(金) -両院で国務大臣の演説に対する質疑

-予算委員会で財務大臣から提案理由の説明を聴取

1. 26 (月)~1. 28(水) -補正質疑、質疑終局(衆予算委)

1. 30 (木) -補正可決(衆予算委)

1. 3 1 (土) -補正可決(衆本会議)

2. 3 (火)-2. 5 (木) -補正質疑、質疑終局(参予算委)

2. 9 (月) -補正可決(参予算委、参本会議)

2. 10 (火)、 2.1 2 (木)、 -基本的質疑(衆予算委)

2. 13 (金)

2. 1 6 (月)~3. 4 (木)、 -一般的質疑

2. 25 (水) -集中審議「年金及び構造改革問題等J

2.26 (月 )~2.27(木) -公聴会

3. 1 (月)~3. 2 (火) -分科会

3. 3 (水) -集中審議「北朝鮮問題j

3. 4 (木) -一般的質疑

3. 5 (金) -締めくくり質疑

• r 1 6年度予算三案につき撤回のうえ編成替えを求めるの
動議J(共産党提出)

-討論、採決

-予算三案可決

-衆、本会議可決、参議院送付

3. 9 (火)~3. 10 (水) -基本的質疑(参予算委)

3. 1 1 (木)-3.12(金) -一般的質疑(参予算委)

3. 1 5 (月)-3. 17 (水)

3. 1 8 (木) -公聴会

3. 1 9 (木)-3.22(金) -一般的質疑(参予算委)

3. 23 (月)

3. 24 (火) -委嘱審査

3. 26 (金) -締めくくり総括、採決(参予算委)

-参本会議可決・成立
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最近の立法過程と国会の役割

第159回国会{常会)の歯車寮経過f 覧

提凶件数 荷院通過 継続審査 否決 撤回 衆院未了 参院未了

予算 6 6 

条約 21 2 1 

閑法 127 120 7 

ω4.5%) (5.5%) 

衆法 59 1 4 2 1 8 6 10 

(23.7%) (35.6%) (13.6%) (10.2%) (16.9%) 

参法 24 1 1 22 

(4.2%) (4.2%) (92.6%) 

承諾 9 3 6 

承認 2 2 

決算等 4 本院蜂73 1 

継続 1 継続 1 

決議案 2 2 

計 255 167 34 1 0 7 1 2 22 

本院議了3

% 100% 66.6% 13.3% 3.8% 2.7% 4.7% 8.6% 

(平成16年6月 16日の衆議院公報より作成)
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時間

本会議の審議回数及び審議時間(衆議院)

回数
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品
(
日
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ω
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180 

160 
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40 

20 

80 

審議回数10年平均
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委員会の審議回数及び審議時間(衆議院)
時間
3500 

回数
1600 

1400 

1200 

800 

600 

1000 

200 

E転

ヰ主

(注1)上段は国会回次、下段は年次

(主主2)第 14、21、54、117回国会は会期の初めに解散されたため削除

(注3)平成 10年一16年は711年平均として算出
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